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これまでの経緯と本協議会の位置付け 

 

１．これまでの経緯 

 

平成 28 年 5 月、兵庫県より「淡路地域の公共交通のあり方検討について」勉強会開催の提案

があり、県及び３市において、「地域公共交通網形成計画の策定に向けた法定協議会について」検

討をしてきた。 

 検討の結果、淡路島として一体的な公共交通について、連携して具体策を検討していくための

マスタープランとなる「地域公共交通網形成計画」を平成 29 年度中に策定することを目指すこ

ととなった。 

 なお、平成 29 年度国庫補助金中に「地域公共交通網形成計画」を策定するためには、平成 28

年度中の「法定協議会」の立ち上げが条件となったため、各委員等に対面で経緯等を説明し、書

面による承認をいただいた。 

 

平成 29 年 3 月 27 日 淡路島地域公共交通活性化協議会立ち上げ 

             【承認事項】 

・規約等 

・福島委員を会長とする 

 

平成 29 年 6 月 15 日 平成 29 年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

（地域公共交通調査事業（計画策定事業））交付決定 

 

平成 29 年 6 月 21 日 事前会議（会長、事務局等） 

 

平成 29 年 7 月 13 日 事前会議（会長、事務局等） 

 

平成 29 年 8 月 23 日 第 1 回協議会開催 

  

資料１ 
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２．協議会設置の目的 

３市は、淡路島にとって望ましい公共交通網のすがたを明らかにする「マスタープラン」とし

ての役割をもつ、「淡路島地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）」の作成に向け、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「活性化再生法」という。）に基づく「淡路島

地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）」に、公共交通事業者をはじめ、住民、学

識経験者、関係機関等の方々など幅広く参画していただき、議論を深め、淡路島の地域特性や公

共交通の現状、本地域が目指す地域の将来像などを明らかにし、地域公共交通のあり方を検討す

るとともに、その実現に向けた施策展開に関し必要な協議を行うことを目的に協議会を設置する。 

（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律） 

第 6 条 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通網形成計画

の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会（以下「協議会」という。）を組織すること

ができる。 

 

 

３．協議会と地域公共交通会議の役割の違いについて 

 

3 市には、それぞれ道路運送法に基づく「地域公共交通会議」が組織されているが、今回設置

した協議会との違いは以下のとおりとなる。 

 

（１）地域公共交通会議とは 

地域の実情に即したコミバス等の運行形態や運賃・料金等について、地方公共団体の長が主

宰者となり、関係者による「合意形成を図る場」として「道路運送法」に基づき設置されてい

る 

（２）協議会とは 

地域公共交通の活性化・再生を図るために必要な網形成計画の作成及び実施に関し、多様な

関係者による、「必要な協議を行う場」として、「活性化再生法」に基づき設置されている。 

○公共交通事業者等に対する協議会への参加要請応諾義務 

○協議会参加者の協議結果の尊重義務 

○公共交通事業者や利用者等による網形成計画の作成・変更の提案制度 

などを要綱で定めており、こうした仕組みを活用することで、地域の多様な関係者による合意

形成や協働の取組みをより効率的・効果的かつ確実に行うことが可能となる。 

 

なお、「活性化再生法」の枠組みを活用し、国の認定を受け、再編に取り組む事業に対しては、 

補助要件の緩和等の特例措置など国の後押しが措置されている。 



3 

 

参考１：法定協議会と地域公共交通会議の比較 

 

 法定協議会 地域公共交通会議 

根拠法令等 地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（第 6 条） 

 

道路運送法施行規則（第 9 条の 3） 

主宰者 地方公共団体又は都道府県 

 

地方公共団体又は都道府県 

目的 ・地域公共交通網形成計画の作成及び

実施に関し必要な協議 

・バス、鉄軌道、旅客船といった個別

の輸送形態ごとの輸送サービスの活

性化等の観点にとどまらず、シーム

レスな輸送サービスを実現させるた

めの複数・横断的な観点からの協議 

・地域の実情に応じた適切な乗合旅客

運送の態様及び運賃・料金等に関す

る事項 

・自家用有償運送（市町村運営有償運

送）の必要性及び旅客から収受する

対価に関する事項 

・その他これらに関し必要となる事項

の協議を実施 

 

対象となる交通 

モード 

・地域全体を見渡した公共交通網、地

域の特性に応じた多様な交通サービ

ス全般（バス、鉄軌道、旅客船、自家

用有償旅客運送他） 

 

・乗合事業（バス）全般 

・乗合タクシー（デマンド交通等） 

・自家用有償旅客運送（市町村運営有

償運送） 

構成員 ・ 地域公共交通網形成計画を作成し

ようとする地方公共団体 

・ 関係する公共交通事業者等、道路

管理者、港湾管理者その他地域公

共交通網形成計画に定めようとす

る事業を実施すると見込まれる者 

・ 関係する公安委員会及び地域公共

交通の利用者、学識経験者その他

の当該地方公共団体が必要と認め

る者 

・ 地域公共交通会議を主宰する市町

村長又は都道府県知事その他の地

方公共団体の長 

・ 一般乗合旅客自動車運送事業者そ

の他の一般旅客自動車運送事業者

及びその組織する団体 

・ 住民又は旅客 

・ 地方運輸局長 

・ 一般旅客自動車運送事業者の事業

用自動車の運転者が組織する団体 

【必要に応じて次に掲げる者を構成

員として加えることができる】 

・ 路線を定めて行う一般乗合旅客自

動車運送事業又は第 49 条第 1 号

に規定する市町村運営有償運送に

ついて協議を行う場合には、道路

管理者、都道府県警察 

・ 学識経験を有する者その他の地域

公共交通会議の運営上必要と認め

られる者 
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参考２．規約について（別紙） 

 

参考３：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第６条 

 

（協議会） 

第六条 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通網形成計画

の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会（以下「協議会」という。）を組織するこ

とができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体 

二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画に定

めようとする事業を実施すると見込まれる者 

三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が

必要と認める者 

 

道路運送法施行規則（第９条の３） 

（地域公共交通会議の構成員） 

第九条の三 地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。 

一 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長 

二 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 

三 住民又は旅客 

四 地方運輸局長 

五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

２ 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、

前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。 

一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は第四十九条第一号に規定する市町村運

営有償運送について協議を行う場合には、次に掲げる者 

イ 道路管理者 

ロ 都道府県警察 

二 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者 

 



歳入 （単位：千円）

款 項 目 金額

１　負担金 １　負担金 １　負担金 10,002

２　補助金 １　補助金 １　補助金 10,000

３　繰越金 １　繰越金 １　繰越金 1

４　諸収入 １　諸収入 １　雑入 1

20,004

歳出 （単位：千円）

款 項 目 金額

１　運営費 １　会議費 １　会議費 2,084

２　事務費 １　事務費 635

２　事業費 １　事業費 １　事業費 17,284

３　予備費 １　予備費 １　予備費 1

20,004

平成２９年度淡路島地域公共交通活性化協議会　歳入歳出予算

歳入合計

歳出合計

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

規約等 

 別 紙 



淡路島地域公共交通活性化協議会規約 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号）の規定に基づき、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通

の活性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交通網形成計画」と

いう。）の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、淡路島地域公共交通活

性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、副会長の属する市に置く。 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次の事務を所掌する。 

(1) 地域公共交通網形成計画の作成及び変更の協議に関すること。 

(2) 地域公共交通網形成計画の実施に係る協議に関すること。 

(3) 地域公共交通網形成計画に位置付けられた事業の実施に係る協議に関する

こと。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の活性化及び再生を推進するた

めに必要な事項の協議に関すること。 

（組織） 

第４条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。 

(1) 計画作成市関係部長又はその指名する者 

(2) 公共交通事業者又はその指名する者 

(3) 道路管理者又はその指名する者 

(4) 港湾管理者又はその指名する者 

(5) 商工・観光団体の長又はその指名する者 

(6) 市民又は利用者を代表する者 

(7) 公安委員会の長又はその指名する者 

(8) 学識経験を有する者 

(9) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者 

（委員の任期） 



第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（役員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長１人 

(2) 副会長１人 

(3) 監事２人 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長及び監事は、計画作成市の委員の

うちから会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

５ 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその

議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理人をもって議決権を行使するこ

とができる。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、会長は会議に諮って公開しないことができる。 

(1) 洲本市情報公開条例（平成１８年条例第１７号）第７条及び第８条、南あ

わじ市情報公開条例（平成１７年条例第１８号）第７条並びに淡路市情報公

開条例（平成１７年条例第１５号）第７条に規定する不開示情報が含まれる

場合 

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認



められる場合 

６ 会議の案件について、会長が急を要する事案又は軽微な事案と判断したもの

については、書面にて協議することができる。 

７ 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席

させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（傍聴） 

第８条 傍聴を希望する者は、前条第５項の規定により会議が非公開とされた場

合を除き、会議を傍聴することができる。 

２ 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（報償及び費用弁償） 

第９条 委員は、会議に出席したときは報償及び費用の弁償を受けることができ

る。 

２ 前項に規定する報償及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定め

る。 

（事務局） 

第 10 条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、副会長の属する市の交通政策担当課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費） 

第 11 条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、その他の収入をもっ

て充てる。 

（財務） 

第 12 条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第 13 条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち

切り、会長であった者がこれを決算する。 

（補則） 



第 14 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が協議会に諮って定める。 

   附 則 

この規約は、平成２９年３月２７日から施行する。なお、第５条第１項に示す

委員の任期は、淡路島地域公共交通活性化協議会の委員として委嘱された年度

を除く、２年とする。 



淡路島地域公共交通活性化協議会傍聴規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、淡路島地域公共交通活性化協議会規約第８条の規定に基づ

き、淡路島地域公共交通活性化協議会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 

（傍聴の手続） 

第３条 一般傍聴人として会議を傍聴しようとする者は、会議の開催場所におい

て傍聴人受付簿（様式第１号）に住所、氏名を記入し、傍聴証（様式第２号）

の交付を受けなければならない。 

２ 傍聴証は、会議開催予定時刻の３０分前から先着順に交付する。 

３ 報道関係者として会議を傍聴しようとする者は、会議の開催場所において報

道関係者受付簿（様式第３号）に報道機関の名称及び傍聴しようとする者の氏

名を記入しなければならない。 

（傍聴人の定員） 

第４条 一般席の傍聴人の定員は、会場の広さを勘案し概ね１０人を目安に、会

長が会議開催の都度定める。 

（傍聴できない者） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(1) 銃器その他危険なものを持っている者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) 異様な服装をしている者 

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認めら

れるものを持っている者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第６条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 



(1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しな

いこと。 

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。 

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由

により議長の許可を得たときは、この限りでない。 

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。 

(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の妨害となるよう

な行為をしないこと。 

（写真、映画等の撮影及び録音等の禁止） 

第７条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはな

らない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。 

（傍聴人の退場） 

第８条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなけ

ればならない。 

（事務局員の指示） 

第９条 傍聴人は、すべて事務局員の指示に従わなければならない。 

（違反に対する措置） 

第 10 条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令

に従わないときは、これを退場させることができる。 

（傍聴人の配布資料） 

第 11 条 傍聴人への配布資料は、会議次第又は議題を記載した資料のみとする。 

（補則） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年３月２７日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

傍 聴 人 受 付 簿 

 

平成  年  月  日 

住 所 氏 名 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



様式第２号（第３条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

傍 聴 証 

 

 

 

第 号 

 

 

 

 

淡路島地域公共交通活性化協議会 

 

会議を傍聴する皆さまへのお願い 

 

 傍聴に際しましては、下記の事項を守り、会議の円滑な運営にご協力くださいますようお願いい

たします。なお、下記の事項に違反する行為があった場合には、やむを得ず退場していただく場合

がございます。また、この傍聴証はお帰りの際に事務局まで返却してください。 

 

記 
 

(1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明することがないよう

お願いいたします。 
(2) 談論し、放歌し、高笑その他騒ぎ立てないようお願いいたします。 
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないようお願いいたします。 
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないようお願いいたします。ただし、病気その他の理

由がある場合は、議長の承認を受けてください。 
(5) 飲食又は喫煙をしないようお願いいたします。 
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないようお願いいたします。 
(7) 会場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないようお願いいたします。 
(8) 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、議長の承認を

受けてください。 
(9) 会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場するようお願いいたします。 
(10)事務局職員の指示に従うようお願いいたします。 



 

様式第３号（第３条関係） 

報 道 関 係 者 受 付 簿 

 

平成  年  月  日 

報道機関の名称 傍聴者氏名 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

淡路島地域公共交通活性化協議会報償及び費用弁償規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、淡路島地域公共交通活性化協議会規約第９条の規定に基づ

き、淡路島地域公共交通活性化協議会の委員（以下「委員」という。）の報償

及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（報償の額） 

第２条 報償の額は、次に掲げるとおりとする。 

会長 日額 10,000 円 

委員 日額  8,000 円 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる委員については、報償を支給しないも

のとする。 

(1) 国、県、市及びその他団体の常勤職員 

(2) 公共交通事業者及び公安委員会からの選出委員 

(3) 前２号に定めるもののほか、申し出のあった委員 

（費用弁償の額） 

第３条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅

費を支給する。 

２ 前項の規定により、支給する旅費の額は、洲本市、南あわじ市並びに淡路市

の例により会長が決定するものとする。 

（補則） 

第４条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年３月２７日から施行する。 



淡路島地域公共交通活性化協議会事務局規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、淡路島地域公共交通活性化協議会規約第１０条の規定に基

づき、淡路島地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）の事務局

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 協議会の会議に関すること。 

(2) 協議会の資料作成に関すること。 

(3) 協議会の庶務に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項 

（職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、洲本市企画情報部企画課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、洲本市企画情報部企画課職員をもって充てる。 

（専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又

は重要と認められる事項については、この限りでない。 

(1) 事務局の運営に関すること。 

(2) 協議会の会議の開催及び運営に関すること。 

(3) 協議会の運営に関する諸規程の軽微な変更に関すること。 

(4) 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。 

(5) 物品及び現金の出納に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。 

（文書） 

第５条 事務局における文書の取扱いについては、洲本市文書取扱規程（平成１

８年訓令第１９号）、南あわじ市文書取扱規定（平成１７年訓令第４号）並び

に淡路市文書取扱規定（平成１７年訓令第４号）の例による。 

（公印） 



第６条 協議会の公印の種類は会長印とし、公印の名称、書体、寸法、使用区分、

個数及び管守者は、別表のとおりとする。 

２ 協議会の公印の取扱いについては、洲本市公印規則（平成１８年規則第１４

号）、南あわじ市公印規則（平成１７年規則第１３号）並びに淡路市公印規則

（平成１７年規則第７号）の例による。 

（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年３月２７日から施行する。 

 

 

別表（第６条関係） 

名 称 書 体 
寸法 
（ｍ／

ｍ） 
使用区分 個数 管守者 

淡路島地 

域公共交通 

活性化協議 

会会長の印 

てん書 方 24 
会長名をもって

発する文書 
１ 事務局長 

 



淡路島地域公共交通活性化協議会財務規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、淡路島地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」とい

う。）第１２条の規定に基づき、淡路島地域公共交通活性化協議会（以下「協

議会」という。）の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（予算） 

第２条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了す

る。 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、協議

会に諮るものとする。 

３ 会長は、前項の規定により、予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書

の写しを速やかに洲本市長、南あわじ市長並びに淡路市長に送付しなければな

らない。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたとき

は、これを調製し、速やかに協議会に諮るものとする。 

２ 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第３項の規

定を準用する。 

（予算区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第２

に定める以外の項及び目を定めることができる。 

（予算の流用及び予備費の充当） 

第５条 歳出予算の流用及び予備費の充当は、洲本市、南あわじ市並びに淡路市

の例によるものとする。 

２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充当をしたときは、

直後の協議会に報告しなければならない。 

（出納及び現金等の保管） 



第６条 協議会の出納は、事務局長が行う。 

２ 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならな

い。 

（出納員） 

第７条 事務局長は、協議会の事務局員のうちから出納員を命ずることができる。 

２ 出納員は、事務局長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさど

る。 

（収入及び支出の手続） 

第８条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、洲本市、南あわじ市並びに

淡路市の例により行うものとする。 

２ 出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

(1) 予算整理簿 

(2) その他必要な簿冊 

（決算等） 

第９条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、協議会

の承認を得るものとする。 

２ 会長は、前項の承認を得るにあたっては、規約第６条の規定に定められた監

事の監査を受け、その結果を添えなければならない。 

３ 会長は、第１項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写し

を速やかに洲本市長、南あわじ市長並びに淡路市長に送付しなければならない。 

（補則） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年３月２７日から施行する。 

 

 

 

 



別表第１（第４条関係） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑入 

 

別表第２（第４条関係） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 

 ２ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
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淡路島地域公共交通網形成計画 

策定方針（案） 

 

 

目 次 

 

１ 計画策定の背景 -------------------------------------------------------------------------- 1 

２ 計画の位置づけ -------------------------------------------------------------------------- 2 

３ 計画の区域 ------------------------------------------------------------------------------ 3 

４ 計画の対象 ------------------------------------------------------------------------------ 3 

５ 計画の期間 ------------------------------------------------------------------------------ 3 

６ 計画の概要 ------------------------------------------------------------------------------ 6 

７ 計画策定に向けた調査の概要 ------------------------------------------------------------ 8 

８ 策定体制 --------------------------------------------------------------------------------- 9 

９ 策定スケジュール ---------------------------------------------------------------------- 10 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 8 月 23 日 

 

  

資料３ 
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１ 計画策定の背景  

 

○近年、淡路島地域の人口減少や高齢化が全国平均を上回るスピードで進行する中、公共交通の利用者

が減少している。 

 

○これに伴い、路線バスの減便や撤退が続くなど、淡路島地域の公共交通のサービスが低下し、すでに

住民の日常移動に十分応えられていない水準にある。 

 

○現状を放置すれば、さらなる利用者の減少や自動車への依存を招き、公共交通の存続すら危ぶまれる。 

 

○公共交通が衰退すれば、高齢者の交通事故の増加や交通弱者の移動の制限など、住民の日常移動に支

障が生じる恐れもあり、淡路島地域の活力を失うことにまで繋がりかねない。 

 

○しかし、人口減少や高齢化はさらに進行すると見込まれており、クルマからの転換にも限界があるこ

とから、住民の移動だけで公共交通を維持していくことは困難である。 

 

○一方、淡路島地域は豊かな自然と歴史・文化を有し、観光資源に恵まれている。観光旅客数は淡路島

の人口を大きく上回っており、さらに年々増加している。来島手段の多くがクルマである現状も踏ま

えれば、新たな公共交通の利用者として期待できる余地がある。 

 

○このような背景から、住民の日常生活を支え、使いやすい公共交通を実現、維持するためには、住民

はもとより来島者も含めて淡路島地域全体を網羅した公共交通のあり方を考え、持続可能な公共交通

を実現に向け、３市が一体となって取り組む必要がある。 

 

○このため、住民、学識経験者、関係機関等などの幅広い参画のもと、淡路島地域にとって望ましい公

共交通の姿を明らかにし、その実現に向けた諸施策を示した、淡路島地域公共交通網形成計画を策定

する。 
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2 計画の位置づけ  

 

【上位計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連携・補完計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連調査等 

 

 

  

洲本市総合計画

（H20~H29） 

第２次淡路市総合計

画（H29~H38） 

第２次南あわじ市総

合計画（H29~H38） 

洲本市都市計画マスタ

ープラン（H20~H29） 

淡路市都市計画マスタ

ープラン（H23~H48） 

洲本市地域公共交通基

本計画（H27~H36） 

） 

淡路市地域公共交通総合

連携計画（H25~H31） 

ひょうご公共交

通 10 カ年計画 

地域計画～淡路

島地域版～

（H25~H34） 

 

淡路島地域公共交通網形成計画（H30~H39） 

淡路圏域生活交通対策のあり方に関する調査 

（平成 19 年、財団法人淡路 21 世紀協会） 

南あわじ市都市計画マス

タープラン（H23~H32） 

南あわじ市生活交通ネット

ワーク計画（H25~H29） 

暮らしと交流を支え

る持続可能な公共交

通サービスのしくみ

づくりの実現 

みんなで守り、育てる

地域公共交通をめざ

して 

安全安心で快適に暮

らせるまち 

健康で交流が進み 住

み継がれる淡路の中

心都市 

～みんなでつくる安

心のまち～ 

「食」がはぐくむ ふ

れあい共生の都市 

～自然と産業が調和

した住み続けたい都

市づくり～ 

花・海・緑に包まれ、

地域固有の歴史と文

化を活かした安心し

て暮らし続けられる

まち 

笑顔あふれる生活交

流拠点・洲本 

～みんなでつくる元

気な“すもと”～ 

いつかきっと帰りた

くなる街づくり 

だから住みたい 南

あわじ 

～人がつながる 笑

顔あふれる ふるさ

とづくり～ 

○持続可能な公

共交通への再

生 

○利便性の高い

公共交通ネッ

トワークへの

再編 

○公共交通を地

域で支える仕

組への再構築 

淡路地域ビジョ

ン（H13.2 策定 

H23.12 改訂） 

環境立島あわじ 

～人と自然の関

係をきずく”公園

島”へ～ 
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3 計画の区域  

 

本計画の区域は、淡路島地域全域（3 市全域）とする。 

 

4 計画の対象  

 

本計画の対象とする交通手段は、淡路島地域内の基幹交通（高速バス）、幹線交通（路線バス）、コミ

ュニティ交通（コミュニティバス、乗合タクシー、自主運行バス等）とし、端末交通（カーシェアリン

グ、自家用車、バイク、自転車、徒歩等）は地域公共交通を補完するものとする。 

なお、交通結節点については船舶との結節点を含む。 

 

5 計画の期間  

 

本計画の計画期間は、平成 30(2018)年～平成 39(2027)年とする。 

施策の実施状況や目標値の達成状況を検証・評価し、5 年後に計画の見直しを行う。 
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６ 計画の概要  

 

（１）基本方針 

淡路島地域は、人口減少に伴い路線バスの減便、廃止が進み、交通弱者が住みにくく、来訪者にと

っては不便な地域となり、定住人口、交流人口の減少の要因となることが危惧される。このため、以

下のように基本方針を掲げ、基本方針に基づく目標と現状のギャップを埋める施策を講じることによ

り、淡路島地域の交通環境を向上、ひいては淡路島の魅力向上を実現するものである。 

 

 

 

 

 

（２）目標・将来像 

①目標 1：住民の移動ニーズに対応する公共交通ネットワークの形成 

淡路島地域において、住民の日常生活に必要な移動手段及びサービスレベルを確保する。具体に

は以下のような将来像を設定する。 

〈将来像〉 

通 学 ○高校生は地域間のバス通学が可能（南あわじ⇔洲本⇔淡路市、南あわじ市⇔淡路市） 

○始業時間、終業時間、クラブ活動終了時に適切な便数がある 

○自宅近くの最寄りバス停まではコミュニティバス、自主運行バスが運行し、路線バ

スに接続している 

○最寄りのコミュニティバス等の停留所に自転車置き場がある  等 

通 勤 ○島内の主な通勤地である洲本市街地へ始業時間、終業時間とも適切な便数がある 

○路線バスの最終便は、22 時頃到着する便がある 

○島外への通勤者がストレスなく移動できるよう高速バスと路線バスが接続している 

○自宅近くの最寄りバス停まではコミュニティバス、自主運行バスが運行し、路線バ

スに接続している 

○最寄りのコミュニティバス等の停留所に自転車置き場がある  等 

通 院 ○かかりつけ病院へ徒歩・自転車で通院が困難な高齢者の移動手段が確保されている

（旧町区域内での高齢者の移動手段が確保されている） 

○専門病院等へは路線バスで通院できる（旧町区域を跨る通院へは路線バスで通院で

きる）  等 

買い物 ○日常の買い物はコミュニティバスで、ストレスなく移動できる 

○購入した品物は宅配サービスを利用できる  等 

  

誰も（市民、来訪者）が分かりやすく、使いやすい公共交通の実現 

～クルマがなくても、生活・周遊できるネットワークの実現～ 
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②目標 2：来島者等にとっても利用しやすく快適な交通環境の創造 

観光客やビジネス客が多様な交通手段を選択でき、ストレスなく移動できる環境を確保する。具

体には以下のような将来像を設定する。 

〈将来像〉 

観光客 ○淡路島地域の主要観光地に路線バス、コミュニティバス等で移動できる 

○観光客のバス利用時間帯と住民の利用時間帯が重ならず効率的に運行している 

○移動手段等に関する情報を容易に入手できる  等 

ビジネス客 ○高速バス等で来島した後、カーシェアリング等で移動できる 

○市街地での業務は貸し自転車が完備されている 

○移動手段等に関する情報を容易に入手できる  等 

 

（３）目標達成のための課題 

 

①島内移動手段の確保・維持 

人口の減少、地域産業の低迷・衰退等により幹線交通（路線バス）が減便・廃止され、公共交通

のサービス水準が低下し続けている 

・短：路線バス・コミュニティバス等の充実、見直し（便数・ルート） 

・短：路線バス・コミュニティバス等の役割明確化 

・中：高速バスの島内乗降の可能性検討 

・中：乗降環境の改善 

 

②基幹交通（高速バス）のネットワーク強化（機能向上・接続強化） 

ＩＣカードの導入、乗換環境の充実等により、基幹交通（高速バス）のサービス水準を高めるこ

とが必要 

・短：高速バスの利便性、快適性の確保 

・短：乗継ぎの利便性やわかりやすさの確保 

・中：ターミナル機能の充実、ネットワーク化 

 

③観光客へのニーズ対応 

近年増大する観光客に対して、島内観光地への移動手段の提供が必要 

・短：主要観光地へのアクセス充実、見直し（便数・ルート） 

・短：わかりやすい情報・案内の提供 

・短：他の移動手段と公共交通の連携強化 

・中：特色ある移動手段の提供（連接バス等とそれ自体が魅力となる公共交通の提供 等） 
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④島内公共交通の一体的運営 

住民の移動手段確保のため、観光需要で支えることを基本とした取り組みの推進 

・中：島内一体となった公共交通利用のシステム化（情報、料金等） 

 

(注)・短：短期的、短期以降の課題、  ・中：中期的、中期以降の課題 
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７．計画策定に向けた調査の概要  

 

（１）地域内の公共交通に関する現況調査 

①地域特性の把握・整理 

地理的条件や道路網の状況、人口分布、施設立地（病院、公共施設、商業施設、観光施設等）

など地域特性を把握・整理 

②公共交通の現況の把握・整理 

既存公共交通（高速バス、路線バス、コミバス、スクールバス、タクシー、レンタカー等）の

ルートや頻度など運行状況の整理 

③ヒアリング調査 

交通事業者、観光事業者、観光案内所へのヒアリング調査を実施 

④事例分析等 

高速バス、路線バス利用のインセンティブに関する事例や、観光振興と公共交通利用促進の連

携事例など 

 

（２）地域住民のニーズ把握 

①アンケート調査 

地域住民を対象としたアンケート調査 

②ヒアリング調査 

潜在的なバス利用の可能性のある住民等にヒアリング調査を実施 

 

（３）観光客等来島者のニーズ把握 

①アンケート調査 

来島者を対象としたアンケート調査 

②ヒアリング調査 

バス・観光案内所等の利用者などに対しヒアリング調査を実施 
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８ 策定体制  

 

計画策定に向けて今後の交通体系を議論するための協議会を開催する。 

《淡路島地域公共交通活性化協議会》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜オブザーバー＞ 

国土交通省近畿運輸局 

国土交通省神戸運輸監理部 

兵庫県 

洲本市、南あわじ市、淡路市 

＜委員＞ 

計画作成市 

公共交通事業者 

道路管理者 

港湾管理者 

商工団体 

観光団体 

住民代表 

公安委員会 

学識経験者（会長） 

観光有識者 

＜事務局＞ 

洲本市企画情報部企画課 
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９ 策定スケジュール  
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目 標 施策例示 

・ＩＣカード化の推進、回数券の共用化 

・主要拠点機能の強化（ターミナル整備、結節点見直し） 

・乗り継ぎダイヤ調整、他路線連携の運賃割引  

・基幹拠点とその他拠点を結ぶ交通ネットワークの構築 等 

・島内クローズドドアの解消の検討 

・長大路線の系統分割、住民主体自主運行の強化 

・バス乗降環境の改善（歩道、バスベイの整備） 

・バス路線再編にあわせてネットワークの強化 

・高速バス、路線バス、コミュニティバス相互の乗継改善 

・自動運転バスの導入  

・基幹拠点とその他拠点を結ぶ交通ネットワークの構築 等 

・住民の生活行動を基本とした交通ネットワークの構築 

・小学校区単位での移動手段の構築 

・住民主体自主運行の強化  

・基幹拠点とその他拠点を結ぶ交通ネットワークの構築 等 

・企画乗車券等による利用促進（バス旅ひょうごへの参画） 

・他の移動手段と公共交通のベストミックス（カーシェア等） 

・バス停周辺、バスベイ等の整備 

・情報案内（バスロケーション等）の充実 等 

・ＩＣＴ等を活用した情報のシームレス化（バスロケーション等） 

・一体的な運営による料金のシームレス化 

・異なる移動手段の連携による快適性の向上（バス検索の充実、ア

プリ等の活用） 等 

課 題 

①島内移動手段の確保・維持 

人口の減少、地域産業の低迷・衰退等により幹線交通（路線

バス）が減便・廃止され、公共交通のサービス水準が低下し続け

ている 

・短：路線バス・コミュニティバス等の充実、見直し（便数・ル

ート） 

・短：路線バス・コミュニティバス等の役割明確化 

・中：高速バスの島内乗降の可能性検討 

・中：乗降環境の改善 

(注)・短：短期的、短期以降の課題 

  ・中：中期的、中期以降の課題 

③観光客へのニーズ対応 

近年増大する観光客に対して、島内観光地への移動手段の提

供が必要 

・短：主要観光地へのアクセス充実、見直し（便数・ルート） 

・短：わかりやすい情報・案内の提供 

・短：他の移動手段と公共交通の連携強化 

・中：特色ある移動手段の提供（連接バス等といったそれ自体が

魅力となる公共交通の提供 等） 

②基幹交通（高速バス）のネットワーク強化  

ＩＣカードの導入、乗換環境の充実等により、基幹交通（高

速バス）のサービス水準を高めることが必要 

・短：高速バスの利便性、快適性の確保 

・短：乗り継ぎの利便性やわかりやすさの確保 

・中：ターミナル機能の充実、ネットワーク化 

④島内公共交通の一体的運営 

住民の移動手段確保のため、観光需要で支えることを基本とし

た取り組みの推進 

・中：島内一体となった公共交通利用のシステム化（情報、料金

等） 

基
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誰
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資料４ 

淡路島地域公共交通網形成計画の概要（案） 

来島者等にとっても利

用しやすく快適な交通

環境の創造 

目
標
２ 

住民の移動ニーズに対

応する公共交通ネット

ワークの形成 

目
標
１ 

施
策
５ 

公共交通の利便性向上及び利用促進 

施
策
４ 

観光地への公共交通の利用促進 

施
策
３ 

施
策
２ 

施
策
１ 

都市間輸送の基幹交通（高速バス）ネットワーク強化、維持・充実 

 

島内の幹線交通（路線バス）の維持・充実 

 

地域のコミュニティ交通（コミュニティバス）の維持・充実 
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 भ৾ৢ؞كڮق

 ཤଡ଼ਣୠभ 15 ୃਰਯ৾ৢ؞ਯमखथउॉؚऒोपൣःৢඐ৾ৢ؞৯भ

ઐৢਏुखथःॊधઅइैोॊ؛ 

 

15ٷ ୃਰਯ৾ৢ؞ਯभٷ 

 
ৱમ؟বિ৹ਪ 

 

 বિ৹ਪपेॉؚਛ 12 (2000)ফऊै 27 (2015)ফभৢඐ৾ৢ؞॑ाॊधؚཤଡ଼ਣୠ

ਗऊैཤଡ଼ਣୠषभোमੜ॑ॉନखथःॊऋؚཤଡ଼ਣୠऊैཤଡ଼ਣୠਗषभ

লযઠम૯⎠ःऊੜൊदँॊقञटखؚཤଡ଼ਣୠਗলपणःथमਂถऋਛ 22 

(2010)ফद৺ 17%ؚਛ 27 ফद৺ 20%ँॊ؛ك 

 

৾ৢ؞ཤଡ଼ਣୠৢඐڀཤଡ଼ਣୠਗٷٷभ৾ৢ؞ཤଡ଼ਣୠਗৢඐڀཤଡ଼ਣୠٷ

भٷ 

 
ৱમ؟বિ৹ਪ 
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 ਓभكگق

 ཤଡ଼ਣୠ 3 भহਚਯ؞జਯमؚফൊपँॊ؛ 

 যઠੑपेोयؚలਟؚযઠऋघॊऒधऋ୳औोथउॉؚऒोपൣःజਯु

घॊध୳औोॊ؛ 

 ٷజਯभ؞࿚মহਚਯٷ

 
 ٷజਯभ؞વँॎगহਚਯٷ

 
 ٷజਯभ؞ཤଡ଼হਚٷ

 
ৱમ؟হਚ؞੫ଁੑ৹ਪؚ৽ੋ७থ१५ 
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ᚑᴗ⪅ᩘ ᴗᡤᩘ
䠄ே䠅

䠄ᖺ䠅

䠄ᡤ䠅

22,285 22,709 
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  ཤଡ଼ਣୠपબॊযभऌ ڮٕڭ
 

ਸ਼كڭق 5 ྡঃش९থॺজॵউ৹ਪقਛ 22(2010)ফك 

 ཤଡ଼ਣୠرॺজॵউਯ॑ःञ೬भम৺ 29 ॺজॵউदؚपૻसऺऻ 2 

धऩढथःॊ؛ 

 भୠमؚڵસਰऋཤଡ଼ਣୠرभॺজॵউधऩढथःॊ؛ઃपःभमௗಛ

قཤଡ଼ਣୠ॑ऎكदؚ೬पमপଚؚधभऋੜइॊ؛ 

 ৯શपाॊधؚ೬दमঽऋ৺ 120 ॺজॵউदਈुः؛ 

 

 ٷ؞ୠ؞ཤଡ଼ਣୠ॑ାधघॊ৻ઐৢুશٷ

 
 

 ٷ೬؞ཤଡ଼ਣୠ॑ାधघॊୠٷ

 
 

 ٷ؞ཤଡ଼ਣୠ॑ାधघॊୠٷ

 
  

㕲㐨 䝞䝇 ⮬ື㌴
⮬ື
㍯䞉ཎ

⮬㌿㌴ ᚐṌ 䛭䛾 ᫂ ィ ᵓᡂẚ

ῐ㊰ᆅᇦ 㻜 㻟㻘㻥㻢㻢 㻞㻞㻤㻘㻜㻠㻢 㻣㻘㻟㻜㻜 㻟㻝㻘㻜㻜㻥 㻟㻤㻘㻟㻟㻝 㻤㻥㻣 㻜 㻟㻜㻥㻘㻡㻠㻥 㻥㻡㻚㻡㻑
ῐ㊰ᕷ 㻜 㻝㻘㻠㻟㻞 㻢㻣㻘㻤㻥㻝 㻝㻘㻢㻥㻞 㻣㻘㻟㻝㻠 㻝㻞㻘㻟㻣㻥 㻝㻥㻝 㻜 㻥㻜㻘㻤㻥㻥 㻞㻤㻚㻜㻑
Ὢᮏᕷ䞉༡䛒䜟䛨ᕷ 㻜 㻞㻘㻡㻟㻠 㻝㻢㻜㻘㻝㻡㻡 㻡㻘㻢㻜㻤 㻞㻟㻘㻢㻥㻡 㻞㻡㻘㻥㻡㻞 㻣㻜㻢 㻜 㻞㻝㻤㻘㻢㻡㻜 㻢㻣㻚㻠㻑

㈡┴ 㻞㻞 㻞㻤 㻝㻞㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻥㻣 㻞㻢㻥 㻜㻚㻝㻑
ி㒔ᗓ 㻜 㻝㻥 㻝㻡㻥 㻜 㻞㻥 㻜 㻜 㻝㻟㻤 㻟㻠㻡 㻜㻚㻝㻑
㜰ᗓ 㻟㻞㻝 㻝㻝㻝 㻝㻘㻜㻠㻥 㻜 㻝㻜㻢 㻜 㻞㻣 㻞㻣㻣 㻝㻘㻤㻥㻝 㻜㻚㻢㻑
රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅 㻞㻘㻢㻥㻣 㻝㻘㻤㻝㻣 㻟㻘㻟㻥㻡 㻜 㻝㻢㻡 㻠㻠 㻝㻘㻜㻡㻝 㻤㻡㻝 㻝㻜㻘㻜㻞㻜 㻟㻚㻝㻑
ዉⰋ┴ 㻜 㻡㻠 㻝㻝㻢 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻟㻤 㻟㻜㻤 㻜㻚㻝㻑
ḷᒣ┴ 㻜 㻞㻤 㻤㻢 㻥㻠 㻞㻣 㻜 㻜 㻠㻟 㻞㻣㻤 㻜㻚㻝㻑
ᇦእ 㻜 㻞㻟㻣 㻝㻘㻝㻝㻞 㻜 㻜 㻜 㻠㻡 㻝㻡㻥 㻝㻘㻡㻡㻟 㻜㻚㻡㻑

ྜィ 㻟㻘㻜㻠㻜 㻢㻘㻞㻢㻜 㻞㻟㻠㻘㻜㻤㻡 㻣㻘㻟㻥㻠 㻟㻝㻘㻟㻟㻢 㻟㻤㻘㻟㻣㻡 㻞㻘㻜㻞㻜 㻝㻘㻣㻜㻟 㻟㻞㻠㻘㻞㻝㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᵓᡂẚ 㻜㻚㻥㻑 㻝㻚㻥㻑 㻣㻞㻚㻞㻑 㻞㻚㻟㻑 㻥㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻜㻚㻢㻑 㻜㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

㕲㐨 䝞䝇 ⮬ື㌴
⮬ື
㍯䞉ཎ

⮬㌿㌴ ᚐṌ 䛭䛾 ᫂ ィ ᵓᡂẚ

ῐ㊰ᆅᇦ 㻜 㻠㻘㻡㻡㻥 㻝㻣㻟㻘㻝㻟㻟 㻠㻘㻜㻥㻣 㻝㻢㻘㻞㻝㻢 㻞㻞㻘㻝㻜㻢 㻝㻘㻝㻣㻟 㻢㻤 㻞㻞㻝㻘㻟㻡㻞 㻤㻤㻚㻟㻑
ῐ㊰ᕷ 㻜 㻞㻘㻤㻡㻠 㻡㻞㻘㻡㻢㻣 㻝㻘㻞㻜㻡 㻟㻘㻜㻞㻟 㻣㻘㻟㻥㻟 㻞㻞㻣 㻞㻤 㻢㻣㻘㻞㻥㻣 㻞㻢㻚㻥㻑
Ὢᮏᕷ䞉༡䛒䜟䛨ᕷ 㻜 㻝㻘㻣㻜㻡 㻝㻞㻜㻘㻡㻢㻢 㻞㻘㻤㻥㻞 㻝㻟㻘㻝㻥㻟 㻝㻠㻘㻣㻝㻟 㻥㻠㻢 㻠㻜 㻝㻡㻠㻘㻜㻡㻡 㻢㻝㻚㻡㻑

㈡┴ 㻜 㻜 㻞㻥㻝 㻜 㻞㻤 㻜 㻜 㻞㻟㻝 㻡㻡㻜 㻜㻚㻞㻑
ி㒔ᗓ 㻢㻡 㻝㻠㻟 㻣㻤㻠 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻠㻝 㻝㻘㻝㻟㻟 㻜㻚㻡㻑
㜰ᗓ 㻠㻟㻞 㻤㻝㻢 㻟㻘㻣㻝㻜 㻜 㻝㻥㻟 㻜 㻝㻝㻠 㻟㻤㻟 㻡㻘㻢㻠㻤 㻞㻚㻟㻑
රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅 㻝㻘㻜㻟㻡 㻝㻘㻡㻣㻢 㻝㻞㻘㻠㻠㻞 㻟㻥 㻡㻡 㻜 㻝㻘㻞㻠㻟 㻣㻢㻟 㻝㻣㻘㻝㻡㻟 㻢㻚㻤㻑
ዉⰋ┴ 㻞㻤 㻠㻠 㻢㻡㻟 㻜 㻞㻡 㻜 㻝㻤 㻝㻝㻜 㻤㻣㻤 㻜㻚㻠㻑
ḷᒣ┴ 㻞㻤 㻝㻤 㻝㻝㻡 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟㻡 㻝㻥㻢 㻜㻚㻝㻑
ᇦእ 㻥㻜 㻟㻥㻝 㻞㻘㻣㻤㻢 㻞㻥 㻞㻟 㻜 㻡㻟 㻞㻤㻥 㻟㻘㻢㻢㻝 㻝㻚㻡㻑

ྜィ 㻝㻘㻢㻣㻤 㻣㻘㻡㻠㻣 㻝㻥㻟㻘㻥㻝㻠 㻠㻘㻝㻢㻡 㻝㻢㻘㻡㻠㻜 㻞㻞㻘㻝㻜㻢 㻞㻘㻢㻜㻝 㻞㻘㻜㻞㻜 㻞㻡㻜㻘㻡㻣㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᵓᡂẚ 㻜㻚㻣㻑 㻟㻚㻜㻑 㻣㻣㻚㻠㻑 㻝㻚㻣㻑 㻢㻚㻢㻑 㻤㻚㻤㻑 㻝㻚㻜㻑 㻜㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

ฟ Ⓩᰯ ⮬⏤ ᴗົ ᖐᏯ ᫂ ィ
ῐ㊰ᆅᇦ 㻠㻝㻘㻥㻟㻝 㻝㻡㻘㻢㻝㻠 㻤㻟㻘㻣㻜㻣 㻠㻞㻘㻤㻣㻤 㻝㻞㻡㻘㻠㻝㻥 㻜 㻟㻜㻥㻘㻡㻠㻥
ῐ㊰ᕷ 㻝㻞㻘㻝㻤㻡 㻠㻘㻣㻜㻡 㻞㻢㻘㻞㻤㻟 㻝㻝㻘㻤㻝㻜 㻟㻡㻘㻥㻝㻢 㻜 㻥㻜㻘㻤㻥㻥
Ὢᮏᕷ䞉༡䛒䜟䛨ᕷ 㻞㻥㻘㻣㻠㻢 㻝㻜㻘㻥㻜㻥 㻡㻣㻘㻠㻞㻠 㻟㻝㻘㻜㻢㻤 㻤㻥㻘㻡㻜㻟 㻜 㻞㻝㻤㻘㻢㻡㻜

㈡┴ 㻜 㻜 㻝㻞㻞 㻡㻝 㻥㻢 㻜 㻞㻢㻥
ி㒔ᗓ 㻟㻜 㻜 㻝㻥㻤 㻟㻥 㻣㻤 㻜 㻟㻠㻡
㜰ᗓ 㻣㻤 㻜 㻣㻢㻝 㻠㻣㻝 㻡㻤㻝 㻜 㻝㻘㻤㻥㻝
රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅 㻝㻘㻟㻣㻤 㻠㻟 㻞㻘㻞㻤㻢 㻝㻘㻤㻣㻤 㻠㻘㻠㻟㻡 㻜 㻝㻜㻘㻜㻞㻜
ዉⰋ┴ 㻜 㻜 㻝㻤㻞 㻠㻝 㻤㻡 㻜 㻟㻜㻤
ḷᒣ┴ 㻜 㻜 㻝㻝㻤 㻟㻢 㻝㻞㻠 㻜 㻞㻣㻤
ᇦእ 㻜 㻜 㻠㻟㻜 㻞㻝㻡 㻥㻜㻤 㻜 㻝㻘㻡㻡㻟

ྜィ 㻠㻟㻘㻠㻝㻣 㻝㻡㻘㻢㻡㻣 㻤㻣㻘㻤㻜㻠 㻠㻡㻘㻢㻜㻥 㻝㻟㻝㻘㻣㻞㻢 㻜 㻟㻞㻠㻘㻞㻝㻟
ᵓᡂẚ 㻝㻟㻚㻠㻑 㻠㻚㻤㻑 㻞㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻝㻑 㻠㻜㻚㻢㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
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 ٷ೬؞ཤଡ଼ਣୠ॑ାधघॊୠٷ

 
 

ਛقभেૐরभٷ ਛع12 22 ফٷك 

 
 

ਛقཤଡ଼ਣୠभभেૐরभٷ ਛع12 22 ফٷك 

 
  

ฟ Ⓩᰯ ⮬⏤ ᴗົ ᖐᏯ ᫂ ィ
ῐ㊰ᆅᇦ 㻥㻘㻢㻤㻝 㻞㻘㻣㻝㻤 㻝㻜㻞㻘㻜㻜㻝 㻝㻥㻘㻡㻥㻣 㻤㻣㻘㻟㻝㻣 㻟㻤 㻞㻞㻝㻘㻟㻡㻞
ῐ㊰ᕷ 㻞㻘㻢㻜㻞 㻤㻥㻜 㻟㻟㻘㻣㻞㻢 㻡㻘㻞㻞㻝 㻞㻠㻘㻤㻡㻤 㻜 㻢㻣㻘㻞㻥㻣
Ὢᮏᕷ䞉༡䛒䜟䛨ᕷ 㻣㻘㻜㻣㻥 㻝㻘㻤㻞㻤 㻢㻤㻘㻞㻣㻡 㻝㻠㻘㻟㻣㻢 㻢㻞㻘㻠㻡㻥 㻟㻤 㻝㻡㻠㻘㻜㻡㻡

㈡┴ 㻜 㻜 㻟㻣㻤 㻜 㻝㻣㻞 㻜 㻡㻡㻜
ி㒔ᗓ 㻜 㻜 㻣㻣㻜 㻝㻠㻢 㻞㻝㻣 㻜 㻝㻘㻝㻟㻟
㜰ᗓ 㻣㻡 㻠㻝 㻠㻘㻢㻝㻜 㻞㻣 㻤㻥㻡 㻜 㻡㻘㻢㻠㻤
රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅 㻟㻞㻤 㻜 㻝㻜㻘㻥㻞㻣 㻤㻥㻡 㻡㻘㻜㻜㻟 㻜 㻝㻣㻘㻝㻡㻟
ዉⰋ┴ 㻜 㻜 㻡㻝㻞 㻞 㻟㻢㻠 㻜 㻤㻣㻤
ḷᒣ┴ 㻜 㻜 㻝㻢㻤 㻜 㻞㻤 㻜 㻝㻥㻢
ᇦእ 㻜 㻜 㻝㻘㻟㻜㻡 㻝㻝 㻞㻘㻟㻠㻡 㻜 㻟㻘㻢㻢㻝

ྜィ 㻝㻜㻘㻜㻤㻠 㻞㻘㻣㻡㻥 㻝㻞㻜㻘㻢㻣㻝 㻞㻜㻘㻢㻣㻤 㻥㻢㻘㻟㻠㻝 㻟㻤 㻞㻡㻜㻘㻡㻣㻝
ᵓᡂẚ 㻠㻚㻜㻑 㻝㻚㻝㻑 㻠㻤㻚㻞㻑 㻤㻚㻟㻑 㻟㻤㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

776

4,345

11,068

43,085

21,192

5,727

3,295

648

6,401

11,429

38,358

23,282

5,643

4,533

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

ῐ㊰ᆅᇦ

㈡┴

ி㒔ᗓ

㜰ᗓ

රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅

ዉⰋ┴

ḷᒣ┴

H12

H22

䠄༓䝖䝸䝑䝥䜶䞁䝗䠋᪥䠅

䠄0.84䠅

䠄1.47䠅

䠄1.03䠅

䠄1.10䠅

䠄0.99䠅

䠄1.38䠅

ͤ䠄 䠅䛿๓10ᖺ䛻ᑐ䛩䜛ఙ䜃

䠄0.89䠅

273

251

251

229

223

197

0 50 100 150 200 250 300

Ὢᮏᕷ

䠄Ὢᮏᕷ䚸Ⰽ⏫䠅

༡䛒䜟䛨ᕷ

䠄୕ཎ⏫䚸⥳⏫䚸すῐ⏫䚸༡ῐ⏫䠅

ῐ㊰ᕷ

䠄ῐ㊰⏫䚸ὠྡ⏫䚸ῐ⏫䚸୍ᐑ⏫䚸ᮾᾆ⏫䠅

H12

H22

䠄༓䝖䝸䝑䝥䜶䞁䝗䠋᪥䠅

䠄0.84䠅

䠄0.89䠅

䠄0.78䠅

ͤ䠄 䠅䛿๓10ᖺ䛻ᑐ䛩䜛ఙ䜃
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ਛقभୠलੜસ়ٷ 12 ফعਛ 22 ফٷك 

 

 
 

मਛك قطॺজॵউ؟ਜ਼پ 12 ফऊैभੜસ় 
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 ٷୠશपाञॺজॵউभ৯ଡਛٷ

 
 

 ٷୠશपाञ೬ॺজॵউभ৯ଡਛٷ

 
 

 ٷୠશपाञॺজॵউभ৻ઐৢুଡਛٷ

  

13.5

8.7

4.1

13.8

5.0

0.4

27.0

45.4

57.4

40.2

22.8

59.1

42.4

27.7

13.9

19.0

11.3

24.9

18.7

13.3

12.9

13.8

40.5

35.7

22.6

30.7

44.3

27.6

44.6

58.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ῐ㊰ᆅᇦ

㈡┴

ி㒔ᗓ

㜰ᗓ

රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅

ዉⰋ┴

ḷᒣ┴

ᇦእ

ฟ Ⓩᰯ ⮬⏤ ᴗົ ᖐᏯ ᫂

4.4

1.3

1.9

1.2

0.7

46.1

68.7

68.0

81.6

63.7

58.3

85.7

35.6

8.9

12.9

0.5

5.2

0.2

0.3

39.4

31.3

19.2

15.8

29.2

41.5

14.3

64.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ῐ㊰ᆅᇦ

㈡┴

ி㒔ᗓ

㜰ᗓ

රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅

ዉⰋ┴

ḷᒣ┴

ᇦእ

ฟ Ⓩᰯ ⮬⏤ ᴗົ ᖐᏯ ᫂

8.2

17.0

26.9

1.3

10.4

5.5

5.9

18.1

17.5

10.1

15.3

73.7

45.4

46.1

55.5

33.9

37.7

30.9

71.6

2.4

33.8

10.0

8.4

5.6

1.6

9.7

12.4

1.4

10.5

2.9

36.1

40.0

14.6

8.5

44.8

15.5

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ῐ㊰ᆅᇦ

㈡┴

ி㒔ᗓ

㜰ᗓ

රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅

ዉⰋ┴

ḷᒣ┴

ᇦእ

㕲㐨 䝞䝇 ⮬ື㌴ ⮬ື㍯䞉ཎ ⮬㌿㌴ ᚐṌ 䛭䛾 ᫂
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 ٷୠશपाञ೬ॺজॵউभ৻ઐৢুଡਛٷ

 
 

ਛق೬भেૐরभٷ ਛع12 22 ফٷك 

 
 

ਛقཤଡ଼ਣୠभ೬भেૐরभٷ ਛع12 22 ফٷك 

 
  

5.7

7.6

6.0

3.2

14.3

2.5

2.1

12.6

14.4

9.2

5.0

9.2

10.7
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52.9

69.2

65.7

72.5

74.4

58.7

76.1

1.9

0.8

7.3

5.1

0.0

3.4

0.3

2.8

0.6

10.0 0.5

2.0

7.2

1.4

42.0

12.4

6.8

4.4

12.5

17.9

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ῐ㊰ᆅᇦ

㈡┴

ி㒔ᗓ

㜰ᗓ

රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅

ዉⰋ┴

ḷᒣ┴

ᇦእ

㕲㐨 䝞䝇 ⮬ື㌴ ⮬ື㍯䞉ཎ ⮬㌿㌴ ᚐṌ 䛭䛾 ᫂

679

4,594

8,777

32,015

16,981

4,849

2,694

502

4,928

8,429

27,175

17,600

4,400

3,316

0 10,000 20,000 30,000 40,000

ῐ㊰ᆅᇦ

㈡┴

ி㒔ᗓ

㜰ᗓ

රᗜ┴䠄ῐ㊰ᆅᇦ㝖䛟䠅

ዉⰋ┴

ḷᒣ┴

H12

H22

䠄༓䝖䝸䝑䝥䜶䞁䝗䠋᪥䠅

䠄0.74䠅

䠄1.07䠅

䠄0.96䠅

䠄0.85䠅

䠄1.04䠅

䠄0.91䠅

䠄1.23䠅

ͤ䠄 䠅䛿๓10ᖺ䛻ᑐ䛩䜛ఙ䜃

228

230

221

166

172

164
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䠄Ὢᮏᕷ䚸Ⰽ⏫䠅

༡䛒䜟䛨ᕷ

䠄୕ཎ⏫䚸⥳⏫䚸すῐ⏫䚸༡ῐ⏫䠅

ῐ㊰ᕷ

䠄ῐ㊰⏫䚸ὠྡ⏫䚸ῐ⏫䚸୍ᐑ⏫䚸ᮾᾆ⏫䠅

H12

H22

䠄༓䝖䝸䝑䝥䜶䞁䝗䠋᪥䠅

䠄0.73䠅

䠄0.75䠅

䠄0.74䠅

ͤ䠄 䠅䛿๓10ᖺ䛻ᑐ䛩䜛ఙ䜃
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 લਲᄂপଶभઐৢكڮق

 લਲᄂপଶभઐৢमੜਸൊपँॊ؛ 

 

 ٷલਲᄂপଶಉभઐৢभٷ

ଡ଼ ଶᅡ 
ઐৢقطك ಇल૨ 

H25 H26 H27 H26/H25 H27/H26 

ઋૺཤଡ଼

ঽ 

લਲᄂপଶ 33,021 34,458 35,988 1.04 1.04 

পଶ 23,792 23,626 24,439 0.99 1.03 

ৱમ؟মପব৴൪ৈசଡ଼ઙૄভ 
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  ಮઐৢभਠ૾ گٕڭ
 ৈசং५كڭق

 ཤଡ଼ਣୠमளཾऋତऔोथउैङؚཤଡ଼ਣୠਗؚཤଡ଼ਣୠभਏऩਁુઐৢम

ং५ઐৢऋ૿ढथःॊ؛ 

 ৈசং५मؚཤଡ଼ਣୠधઋૺ؞পଚಉ॑व੦ୌઐৢधखथਜ਼઼तऐैोؚ 1 ँञॉ

319 ऋઈষऔोؚৢඐ৾ৢ؞भਏऩઐৢুधऩढथःॊ؛ 

 ٷཤଡ଼ਣୠଡ଼ৈசং५भਹ৷৯عઋૺٷ

 
ৱમ؟ৈசং५ਹ৷॔থॣشॺ৹ਪقਛ 29 ফ 2 াৰك 

 ٷৈசং५ઈষ૾யٷ

 

 
ৱમँ؟ॎगଌॼঅಉेॉਛ  

21.7%

10.1%

5.7%

2.1%

2.4%

1.3%

2.0%

4.1%

2.0%

6.8%

9.7%

6.7%

5.6%

9.7%

35.1%

29.8%

7.8%

14.7%

5.6%

11.4%

2.4%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ᖹ ᪥

䠄N=1326)

ఇ ᪥

䠄N=1504)

㏻ ㏻Ꮫ ㏻㝔䞉᳨デ ㈙≀ 㣧㣗䞉ፗᴦ ᴗົ䞉ฟᙇ ほග ᖐᏯ䞉ᖐ♫ ᖐ┬ 䛭䛾 ↓ᅇ⟅

䛆ୖ䜚䛇
ᙧែ 㐠⾜♫ ㊰⥺ྡ ㊰⥺ ౽ᩘ ྜィ
ඹྠ ῐ㊰㏻ ୕䝜ᐑ䞉⚟Ⰻ⥺ 㻞㻝

⚄ጲ䝞䝇 ⯙Ꮚ䞉⚟Ⰻ⥺ 㻝㻝
ඹྠ ῐ㊰㏻ ୕䝜ᐑ䞉⚟Ⰻ⥺Ὢᮏ⥺ 㻞㻜

⚄ጲ䝞䝇 Ꮫᅬ㒔ᕷ䞉Ὢᮏ⥺ 㻝㻞
ᒣ㝧䝞䝇 ⯙Ꮚ䞉⚟Ⰻ⥺ὠྡ⥺ 㻡

ඹྠ ῐ㊰㏻ ୕䝜ᐑ䞉すᾆ⥺ 㻤
⚄ጲ䝞䝇 㻤

ඹྠ ῐ㊰㏻ 㜰䠉Ὢᮏ⥺ 㻞
㜰ᛴ䝞䝇 㻞

༢⊂ ῐ㊰㏻ ῐ㊰䠉ᚨᓥ⥺ ᚨᓥ䞉㬆㛛䋽Ὢᮏ䞉ὠྡ  㻠 㻠
ඹྠ ᮏᅄᾏᓙ䝞䝇 䛟䛻䛖䜏䝷䜲䝘䞊 㝣䛾 すῐ䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕ᐑ㻮㼀䞉㻶㻾᪂⚄ᡞ 㻝㻤

す᪥ᮏ㻶㻾䝞䝇 䛛䛡䛿䛧ྕ
Ὢᮏ㻮㻯䞉ὠྡ 䋽䞉୕ᐑ㻮㼀䞉㻶㻾᪂⚄ᡞ䞉㻶㻾䛺䜣䜀㥐䞉
㜰㥐㻶㻾㧗㏿㻮㼀

㻝㻝

䜏䛺䛸ほග䝞䝇 ῐ㊰ᓥ≉ᛴ⥺ 㝣䛾 すῐ䋽୕ᐑ㻮㼀 㻤
ඹྠ ᮏᅄᾏᓙ䝞䝇 ☾ྕ 㻞㻝

す᪥ᮏ㻶㻾䝞䝇 㻝㻝
ィ 㻝㻢㻞

㻟㻞ᮾᾆ㻮㼀䞉☾䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕ᐑ㻮㼀䞉㻶㻾᪂⚄ᡞ

Ὢᮏ䞉ὠྡ 䋽㜰

㧗⏣ᒇබᅬ䞉Ⰽ㻮㻯䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕䝜ᐑ

Ὢᮏ㻮㻯䞉䛚䛾䛣䜝䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉Ꮫᅬ㒔ᕷ䞉୕䝜ᐑ

⚟Ⰻ䞉㝣䛾 すῐ䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕䝜ᐑ 㻟㻞

㻟㻣

㻝㻢

㻠

㻟㻣

䛆ୗ䜚䛇
ᙧែ 㐠⾜♫ ㊰⥺ྡ ㊰⥺ ౽ᩘ ྜィ
ඹྠ ῐ㊰㏻ ୕䝜ᐑ䞉⚟Ⰻ⥺ 㻞㻞

⚄ጲ䝞䝇 ⯙Ꮚ䞉⚟Ⰻ⥺ 㻝㻝
ඹྠ ῐ㊰㏻ ୕䝜ᐑ䞉⚟Ⰻ⥺Ὢᮏ⥺ 㻝㻥

⚄ጲ䝞䝇 Ꮫᅬ㒔ᕷ䞉Ὢᮏ⥺ 㻝㻞
ᒣ㝧䝞䝇 ⯙Ꮚ䞉⚟Ⰻ⥺ὠྡ⥺ 㻡

ඹྠ ῐ㊰㏻ ୕䝜ᐑ䞉すᾆ⥺ 㻤
⚄ጲ䝞䝇 㻤

ඹྠ ῐ㊰㏻ 㜰䠉Ὢᮏ⥺ 㻞
㜰ᛴ䝞䝇 㻞

༢⊂ ῐ㊰㏻ ῐ㊰䠉ᚨᓥ⥺ ᚨᓥ䞉㬆㛛䋽Ὢᮏ䞉ὠྡ  㻠 㻠
ඹྠ ᮏᅄᾏᓙ䝞䝇 䛟䛻䛖䜏䝷䜲䝘䞊 㝣䛾 すῐ䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕ᐑ㻮㼀䞉㻶㻾᪂⚄ᡞ 㻝㻥

す᪥ᮏ㻶㻾䝞䝇 䛛䛡䛿䛧ྕ
Ὢᮏ㻮㻯䞉ὠྡ 䋽䞉୕ᐑ㻮㼀䞉㻶㻾᪂⚄ᡞ䞉㻶㻾䛺䜣䜀㥐䞉
㜰㥐㻶㻾㧗㏿㻮㼀

㻝㻜

䜏䛺䛸ほග䝞䝇 ῐ㊰ᓥ≉ᛴ⥺ 㝣䛾 すῐ䋽୕ᐑ㻮㼀 㻤
ඹྠ ᮏᅄᾏᓙ䝞䝇 ☾ྕ 㻝㻤

す᪥ᮏ㻶㻾䝞䝇 㻥
ィ 㻝㻡㻣

Ὢᮏ䞉ὠྡ 䋽㜰 㻠

㻟㻣

ᮾᾆ㻮㼀䞉☾䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕ᐑ㻮㼀䞉㻶㻾᪂⚄ᡞ 㻞㻣

⚟Ⰻ䞉㝣䛾 すῐ䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕䝜ᐑ 㻟㻟

Ὢᮏ㻮㻯䞉䛚䛾䛣䜝䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉Ꮫᅬ㒔ᕷ䞉୕䝜ᐑ 㻟㻢

㧗⏣ᒇබᅬ䞉Ⰽ㻮㻯䋽㧗㏿⯙Ꮚ䞉୕䝜ᐑ 㻝㻢
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 ॥গॽॸॕং५؞ཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५كڮق

 ཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५मؚॉৣ؞ॉ়ॎचथ 116 ম ॥ؚগॽॸॕং५मؚगऎ 130

মઈষऔोथउॉؚཤଡ଼ਣୠभਏऩਁુઐৢਃঢ়धऩढथःॊ؛ 

 

 ٷ॥গॽॸॕং५भઈষ૾ய؞ཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५ٷ

 
  

ୖ䜚 ୗ䜚

⦪㈏⥺ ῐ㊰㏻ ᒾᒇ䡚Ὢᮏ㧗㏿㻮㻿䡚⚟Ⰻ 㻝㻡 㻝㻣
⚟Ⰻ䚸Ὢᮏ㻵㻯䚸Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯䚸㼃㻼䛚䛾䛣䜝䚸ᚿ
⟃䚸ὠྡ 䚸ᮾᾆ㻮㼀

㩗ཎ⥺ ῐ㊰䝍䜽䝅䞊 ᚿ⟃䡚ᗈ▼ 㻢 㻢 ὠྡ୍ᐑ㻵㻯䚸ᚿ⟃
㫽㣫⥺ ῐ㊰㏻ Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯䡚‖ 㻡 㻡 Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯
㒔ᚿ⥺ ῐ㊰㏻ Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯䡚‖ 㻡 㻢 Ⰽ䝞䝇䝉䞁䝍䞊Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯
㛗⏣⥺ ῐ㊰㏻ Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯䡚‖ 㻡 㻡 Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯

すᾆ䞉୍ᐑ⥺ ῐ㊰㏻ 㟈⅏グᛕබᅬ䡚ὠྡ  㻤 㻥
ῐ㻵㻯䚸㒆ᐙ䚸ὠྡ୍ᐑ㻵㻯䚸䛧䛵䛛䝩䞊䝹๓䚸
ᚿ⟃䚸ὠྡ 

⏤Ⰻ⥺ ῐ㊰㏻ Ὢᮏ䞉ୗຍⱱ䡚⏤Ⰻ 㻝㻞 㻝㻞 Ὢᮏ㧗㏿㻮㻯
ୖℿ⥺ Ὢᮏᕷ Ὢᮏ㻮㻯䡚᮶ᕝ 㻟 㻟 Ὢᮏ㻮㻯

䛒䜟⚄䛒䜟ጲ䝞䝇 ῐ㊰ᕷ ᒾᒇ䡚ᮾᾆ䡚ῐᚠ⎔
㻤

㻔ᮾᅇ䜚㻕
㻥

㻔すᅇ䜚㻕
㬼ᓮ䚸ῐ㊰ᕷክ⯙ྎ㻿㻼䚸ῐ㊰ክ⯙ྎ๓䚸☾
 䚸❧▼ᕝ䚸ᮾᾆ㻮㼀䚸ᮏᅄோ㧗㏿䝞䝇๓

ほගタ࿘㐟䈜 㻡
ῐ㊰ᕷክ⯙ྎ㻿㻼䚸ᮾᾆ㻮㼀䚸ᮏᅄோ㧗㏿㻮㼀
๓䚸ᮾᾆ㻮㼀

䜙䜣䜙䜣䝞䝇୰ኸ⦪㈏⥺
䠄䜙䜣䛱䜓䜣ྕ䠅

༡䛒䜟䛨ᕷ
㝣䛾 すῐ䡚༡䛒䜟䛨ᕷᙺᡤ
䡚୰ᯘ㝔䡚㝣䛾 すῐ

㻝㻤
㻔ィᅇ䜚㻕

㻝㻤
㻔ィᅇ䜚㻕

㝣䛾 すῐ

䜙䜣䜙䜣䝞䝇༡ᖿ⥺ ༡䛒䜟䛨ᕷ ᮶ᕝ䡚୰ᯘ㝔㻛㝣䛾 すῐ 㻣 㻢 㝣䛾 すῐ

䜙䜣䜙䜣䝞䝇ᮾᚠ⎔⥺䚷ᴮ
ิ䞉ඵᮌ䝹䞊䝖

༡䛒䜟䛨ᕷ
༡䛒䜟䛨ᕷᙺᡤ䡚䝣䜯䞊䝮䝟䞊
䜽๓䡚䛚䛾䛣䜝ᓥ⚄♫๓䡚༡䛒
䜟䛨ᕷᙺᡤ

㻟
㻔ィᅇ䜚㻕

㻡
㻔ィᅇ䜚㻕

ᴮิ㻮㻿

䜙䜣䜙䜣䝞䝇ᮾᚠ⎔⥺䚷ඵ
ᮌ䞉ᕷ䝹䞊䝖

༡䛒䜟䛨ᕷ
༡䛒䜟䛨ᕷᙺᡤ䡚䛥䜣䜖䡚㤋๓
䡚ᪧ୕ཎᗇ⯋๓䡚༡䛒䜟䛨ᕷ
ᙺᡤ

㻟
㻔ィᅇ䜚㻕

㻟
㻔ィᅇ䜚㻕

䜙䜣䜙䜣䝞䝇ᮾᚠ⎔⥺
ᮌ䞉⚄௦䝹䞊䝖

༡䛒䜟䛨ᕷ
༡䛒䜟䛨ᕷᙺᡤ䡚⚄௦ᑠᏛᰯ
๓䡚䛥䜣䜖䡚㤋๓䡚༡䛒䜟䛨ᕷ
ᙺᡤ

㻟
㻔ィᅇ䜚㻕

㻡
㻔ィᅇ䜚㻕

䜙䜣䜙䜣䝞䝇すᚠ⎔⥺䛫
䛔ኴ䛟䜣ྕ

༡䛒䜟䛨ᕷ
ῐ㊰୕ཎ㧗ᰯ๓㻛㝣䛾 すῐ
䡚ῐ㊰ᓥ༡㻵㻯㻛‖

㻤
㻔ィᅇ䜚㻕

㻣
㻔ィᅇ䜚㻕

ῐ㊰ᓥ༡㻵㻯䚸㝣䛾 すῐ

䜙䜣䜙䜣䝞䝇༡ᚠ⎔⥺䛖䛪
䛧䛚ྕ䠄⚟Ⰻ䝹䞊䝖䠅

༡䛒䜟䛨ᕷ
୰ᯘ㝔䡚䜲䜸䞁༡ῐ㊰ᗑ䡚
ῐ㊰ேᙧᗙ๓䡚୰ᯘ㝔

㻟
㻔ィᅇ䜚㻕

㻠
㻔ィᅇ䜚㻕

ཎ⏣䚸ῐ㊰ேᙧᗙ๓

䜙䜣䜙䜣䝞䝇༡ᚠ⎔⥺䛖䛪
䛧䛚ྕ䠄㈡㞟䝹䞊䝖䠅

༡䛒䜟䛨ᕷ
୰ᯘ㝔䡚㈡㞟䡚ⴙ⚟ᑎ䡚⏕
Ꮚ䡚୰ᯘ㝔

㻞
㻔ィᅇ䜚㻕

㻞
㻔ィᅇ䜚㻕

䜙䜣䜙䜣䝞䝇ᚠ⎔⥺䜖
䜑䜛䜣ྕ

༡䛒䜟䛨ᕷ ‖䡚ᤲᏲ䡚ᪧ⥳ᗇ⯋๓
㻟

㻔ィᅇ䜚㻕
㻞

㻔ィᅇ䜚㻕
ᴮิ㻮㻿䠄ୖ䜚䚸ୗ䜚䠅

㊰
⥺
䝞
䝇

䝁
䝭

吼
䝙
䝔

叺
䝞
䝇

㐠⾜ᮏᩘ
㧗㏿䝞䝇᥋⥆㻮㼀䞉㻮㻿⤒㊰㊰⥺ྡ
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 ٷ॥গॽॸॕং५ଡ଼؞ଡ଼ং५؞ৈசং५ٷ

 
ল๕ँ؟ॎगଌॼঅ2017ق ফ 4 া 1 ك  
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 ٷং५ਹ৷ਯभٷ
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 ॼঝشং५ಉॱكگق

 7 ढ़ਚभং५ॱشॼঝध 15 ढ़ਚभং५दؚৈசং५धଡ଼ং५ಉपଭॉఌइॊऒधऋ૭

ચदँॊ؛ 

 ࿚ম BCؚূఓ BT पमரહఝਃચऋँॊऋؚजभभॱشॼঝमତदँॊ؛ 

 ٷॼঝؚਚ༮شৈசং५धଡ଼ং५ಉभଭॉఌइॱٷ

 
 ٷॼঝभਠயधਜ਼઼شཤଡ଼ਣୠং५ॱٷ

প༺ৈச BT 

 
 

⤒㊰ ␃ᡤྡ ᙧែ ᴫせ タෆタഛ
㬼ᓮ 䝞䝇
ῐ㊰ክ⯙ྎ๓ 䝞䝇

☾ 㧗㏿䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹
ᮏᅄᾏᓙ䝞䝇䛾☾Ⴀᴗᡤ䛻ేタ䛥䜜䛯

䝍䞊䝭䝘䝹
䝖䜲䝺

❧▼ᕝ 䝞䝇

ᮾᾆ㻮㼀 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹

ᮏᅄᾏᓙ䝞䝇䛸す᪥ᮏ㻶㻾䝞䝇䛾♫ဨ䛜

㓄⨨䛥䜜䛶䛚䜚䚸㌴ๆ䜢Ⓨ⾜䚹䛒䜟⚄䛒
䜟ጲ䝞䝇䛾ᅇᩘ㌴ๆ䜢㈍䚹㻌ῐ㊰
㏻䛾⯙Ꮚ䞉ὠྡ⥺䛚䜘䜃୍⯡㊰⥺䝞䝇䜒
Ⓨ╔䛩䜛䛜䚸㌴ๆ䛿Ⓨ⾜䛧䛶䛔䛺䛔䠄䛯
䛰䛧䚸䛂ῐ㊰ᓥ䝣䝸䞊䜽䞊䝫䞁䛃䛿ྲྀ䜚ᢅ䛳
䛶䛔䜛䚹䠅䚹⟶⌮䛿ῐ㊰ᕷ䚹

䞉㥔㌴ሙ䠖ᬑ㏻㌴㻟㻡㻜ྎ

䞉䝖䜲䝺
䞉ሗ䞉ほග䝁䞊䝘䞊
䚷䠄㻥㻦㻜㻜㻌㻙㻌㻝㻤㻦㻟㻜䠅
䞉ᮾᾆ≀⏘㤋
䞉䜺䞊䝕䝙䞁䜾䝉䞁䝍䞊

ᮏᅄோ㧗㏿䝞䝇๓ 䝞䝇

ὠྡ 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹

᫂▼ᾏᓙᶫ㛤㏻ᚋ㻞㻜㻜㻢ᖺ䛻⯟㊰䛜

ᗫṆ䛥䜜䚸ὠྡ 䝍䞊䝭䝘䝹䝡䝹䛿ྛ✀㊰
⥺䝞䝇䜔㧗㏿䝞䝇䛾䝍䞊䝭䝘䝹䛸䛧䛶ά
⏝䚹㻞㻜㻝㻟ᖺ䛻䛿䛒䜟䛨ᓥ䛴䛺 ᾏ䛾㥐
䠄ឡ⛠䠖䛚䛾䛣䜝䜣䝬䝸䞁䝇䝔䞊䝅䝵䞁䠅䛜
䜸䞊䝥䞁䚹

ᚿ⟃ 䝞䝇
䛧䛵䛛䝩䞊䝹๓ 䝞䝇
䝽䞊䝹䝗䝟䞊䜽䛚䛾䛣䜝 䝞䝇

Ὢᮏ㧗㏿䝞䝇䝉䞁䝍䞊 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹
ᓥෆྛᆅ䜔㜰⚄᪉㠃䜈䛾䝞䝇䛜ᩘከ䛟Ⓨ

╔

䞉䜹䝣䜵

䞉䜹䝣䜵䝺䝇䝖䝷䞁
䞉ほගෆᡤ
䞉䝖䜲䝺
䞉䝁䜲䞁䝻䝑䜹䞊

Ὢᮏ㻵㻯 䝞䝇
ὠྡ୍ᐑ㻵㻯 䝞䝇
ᴮิ 䝞䝇
ῐ㊰ᓥ༡㻵㻯 䝞䝇
ῐ㻵㻯 䝞䝇
㒆ᐙ 䝞䝇
Ⰽ䝞䝇䝉䞁䝍䞊 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹

㝣䛾 すῐ

䡚⚟Ⰻ
㝣䛾 すῐ 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹

すῐ⏫䠄ᙜ䠅䛜タ⨨䛧䛯䝝䝤䝞䝇䝍䞊䝭

䝘䝹䚹⟶⌮䛿༡䛒䜟䛨ᕷ䛜⾜䛳䛶䛔䜛䚹

ᚅྜᡤෆ䚸䝖䜲䝺

⟶⌮ົᡤ㻔㧗㏿䝞䝇䛾୍
㒊㊰⥺䛾㌴ๆ㈍㻕
㥔㌴ሙ䞉䝍䜽䝅䞊䜚ሙ

ཎ⏣ 䝞䝇
⚟Ⰻ 䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹 ῐ㊰㏻⚟ⰋႠᴗᡤ䛸ేタ
ῐ㊰ேᙧᗙ๓ 䝞䝇

ῐ㊰㻵㻯䡚Ὢ

ᮏ㻵㻯

ὠྡ୍ᐑ㻵㻯

䡚ῐ㊰ᓥ༡
㻵㻯

ῐ㻵㻯䡚

Ⰽ㻵㻯
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ূఓ BT 

 
 

ஸ BT 

  
࿚মৈச BC 

  
౦ BC 

  

ಮभਧཤ 

  
ૣଐ 
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2كڰق ઃઐৢಉभਠ૾ 

⋇ॱॡ३ش 

 ॱॡ३شम 5ع4 ऋखथउॉؚৰষय़টमൊधऩढथःॊ؛ 

 ٷৰষय़টभشॱॡ३ٷ

 
ৱમ؟ઋૺઈୟଵ৶2011ق ফ২ك 

 

ْ࿚মٓ 
হู ਚู ਚ   

ཤଡ଼ॱॡ३ش ઙૄভ ࿚ম ࿚মഌڱڭٕڭٕڭ 
ॱॡ३ش ম ࿚ম౭ڮഛ৯ڭڰڮಀ 
ઙૄভ ࿚ম௴ॱॡ३ش ম ࿚ম༅گٕڬڴڭ 
࿚মঽ ઙૄভ ম ࿚মপڵڵڵभڭ 
 ڰڮٕڮഛ৯گু ࿚মু د     
  

ْཤଡ଼ٓ 
হู ਚู ਚ   

થভ ॱॡ३ش ম ཤଡ଼ੇڲٕڵڱ 
થভ ఓॱॡ३ش ম ཤଡ଼ပমڰڬڭ 
થভ রཤॱॡ३ش ম ཤଡ଼ಂ໒ஊি੩ڭٕڴڮڰڭ 
થভ ਨཤॱॡ३ش ম ཤଡ଼୕ਣஊ৵ಠڭٕڭڭڵ 
  

ْવँॎगٓ 
হู ਚู ਚ   

થভ વँॎग௴ॱॡ३ش ম વँॎगவૐڭڰڰ 
ॱॡ३ش ઙૄভ ম વँॎगૣଐൖگڭٕڵڮڱڭ 
ઙૄভ ઢমॱॡ३ش ম વँॎगૣଐ༣ڴڬڮڭ 
થভ ाऩधॱॡ३ش ম વँॎग๙ڲڭٕڲگڱ 
ਕਉॱॡ३ش ম વँॎगழৗທڬڭٕڭگ 
  

3,115 3,089
2,929 2,966 2,915 2,937

2,692
2,439

2,159 2,066
1,909

177,928
171,127

174,297
173,216 171,143 171,178 167,186

159,990

140,693
138,177 134,279

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2001ᖺ 2002ᖺ 2003ᖺ 2004ᖺ 2005ᖺ 2006ᖺ 2007ᖺ 2008ᖺ 2009ᖺ 2010ᖺ 2011ᖺ


┴
ᐇ
㌴
㉮
⾜
䜻
䝻
䠄༓
䟜

/ᖺ
䠅

ῐ
㊰
ᓥ

㏻
ᅪ
ᐇ
㌴
㉮
⾜
䜻
䝻
䠄༓
䟜
/ᖺ
䠅

ῐ㊰㏻ᅪᐇ㌴㉮⾜䜻䝻 ┴ᐇ㌴㉮⾜䜻䝻
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⋈ঞথॱढ़ش 

 ཤଡ଼ਣୠद 8 ؚ9 ਚऋखथःॊ؛ 

 ٷহشঞথॱढ़ٷ

হู ਚ 

य़ॼথঞথॱढ़2163-656ٿ ش ௗಛཤଡ଼রি 2978-2 

ग़شॣشड़شॺঞথॱঝম 0121-656ٿ ௗಛવँॎग 289 भ 1 

ग़شॣشड़شॺঞথॱঝਚ 2131-656ٿ ௗಛཤଡ଼ಂ໒ 3111-27 

ৣঽ 2132-656ٿ ௗಛཤଡ଼ಂ໒ৗਣڰٕڴ 

ఓॱॡ३قشॺচॱঞথॱढ़2301-656ٿ كش ௗಛཤଡ଼ပম 104 

J ॿॵॺঞথॱढ़شཤଡ଼ਣ࿚ম 0014-656ٿ ௗಛ࿚ম༅ 534-1 

વཤং५(ઙ) ௗಛવँॎगૣଐൖ 1528-4 अङखउॻشऩऩःौ࿂ 

થভൺ੩ड़شॺ१شঅ५ 0502-656ٿ ௗಛવँॎगૣଐൖ 512-87 

થভ ॥५ঔ५ड़شॺஸ 2224-656ٿ ௗಛཤଡ଼পદگڭٕڵڲڬڭ 

 

⋉ঞথॱঝংॖॡ 

 ཤଡ଼ਣୠद 1 ؚ1 ਚऋखथःॊ؛ 

 ٷঞথॱঝংॖॡহٷ

হู ਚ 

થভൺ੩ड़شॺ१شঅ५ ௗಛવँॎगૣଐൖ 512-87 

 

⋊ঞথॱঝ१ॖॡঝ 

 ཤଡ଼ਣୠदڰढ़ਚखथःॊ؛ 

 ٷঞথॱঝ१ॖॡঝহٷ

হู ਚ 

గો௴੧ਚ ௗಛཤଡ଼గો 925-27 గોএشॺঅঝ 1F 

࿚ম௴੧ਚ ௗಛ࿚ম 2-43 ࿚মং५७থॱش 

વँॎग௴੧ਚ ௗಛવँॎगૣଐ 1528-4 

Bicycle Hub Awaji 2305-656ٿ ௗಛཤଡ଼ఓ657 भകূఓॱشॼঝঃشॡূఓਓை103 
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 ৲ઐৢ୭भكڱق

⋇ਁુઐৢभ१شঅ५ৣ 

 ৈசং५كڭ

 ઋૺ؞পଚऊैཤଡ଼ਣୠ্એषभਯ॑ 10 ফधૻຎघॊधؚਛ 19(2007)ফदम

 1 ँञॉ 209 दँढञقৈசং५ৎമ 2007 ফஐಒಀेॉكऋؚਛ 28(2016)

ফदम 157 धखथःॊ؛ 

 ॥গॽॸॕং५؞ཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५كڮ

 ਛ 18(2006)ফभཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५ಉभઈষমਯम 325 दँढञऋؚਛ

28(2016)ফदम 246 धऩढथउॉؚृଡ଼ఀૃऋਤ॒दःॊ؛ 

 ٷৈசং५ଡ଼भٷ

ଡ଼ ਛ 19 ফ ਛ 28 ফ 

পଚڀ࿚ম 8قཤଡ଼ؚଚق4 كཤଡ଼ؚଚك 

ਕঀڀ࿚ম 20قઋؚཤଡ଼ق21 كઋؚཤଡ଼ك 

৾ୱڀ࿚ম 12ق഻ؚཤଡ଼ق13 ك഻ؚཤଡ଼ك 

ৈசڀஸ 14قཤଡ଼ق2 كཤଡ଼ك 

ৈசૣڀଐ 16قཤଡ଼ق11 كཤଡ଼ك 

ਕঀૣڀଐ 20قઋؚཤଡ଼ق22 كઋؚཤଡ଼ك 

ਕঀڀਧఓ 16قઋؚཤଡ଼ق16 كઋؚཤଡ଼ك 

ਲᄂ३কॺঝ 24ق഻ؚઋؚཤଡ଼ؚমص ك 

ஸ؞࿚মڀਣ 6قཤଡ଼ق4 كཤଡ଼ك 

পଚڀ࿚ম 7قমؚJRق2 كJRك 

ৗઋૺ؞ઋૺ૬ڀ࿚ম 18قমؚJRق23 كমؚJRك 

ৗઋૺ؞ઋૺ૬؞ৈசڀপ༺ 27قমؚJRق27 كমؚJRك 

পଚ؞ઋૺڀཤଡ଼ڀ 12قমؚJRص ك 

পଚڀਧཤ 9قઐؚाऩधق12 كমؚाऩधك 

ੑ 209 157 

 ཤଡ଼ਣୠ্એमറܓؚଽોಉূپ

ৱમँ؟ॎगଌॼঅ ৈؚசং५ৎമ 2007 ফஐಒಀ ཤؚଡ଼ୠেણઐৢৌੁभँॉ্पঢ়घॊ৹ਪق

ਛ 19 ফؚ(ଃ)ཤଡ଼ 21 ਼ੈভك 
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 ٷཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५भٷ

 
 ༼୮ਯپ

ৱમँ؟ॎगଌॼঅ ৈؚசং५ৎമ 2007 ফஐಒಀ ཤؚଡ଼ୠেણઐৢৌੁभँॉ্पঢ়घॊ৹ਪق

ਛ 19 ফؚ(ଃ)ཤଡ଼ 21 ਼ੈভك 

 

 ٷك࿚মقଡ଼ং५হभ৽༬ٷ

 
  

ᖹᡂ㻝㻥ᖺ ᖹᡂ㻞㻤ᖺ ഛ⪃
⦪㈏⥺ 㻣㻡 㻟㻞

ῐ䠄すᾆ䠅⥺ 㻞㻠 㻝㻣
すᾆ䞉୍ᐑ⥺䚸㟈⅏グᛕබᅬ䡚ᒾᒇ
㛫䛿䛒䜟⚄䛒䜟ጲ䝞䝇䛜㐠⾜

ⰼ❧䠄㫽㣫䠅⥺ 㻝㻠 㻝㻜
⏤Ⰻ⥺ 㻟㻜 㻞㻠
㒆ᐙ䠉䜰䝇䝟⥺ 㻤 䇷
㒔ᚿ⥺ 㻝㻠 㻝㻝
ℿ⥺ 㻢 㻢 Ὢᮏ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇ୖℿ⥺䛜㐠⾜
ℿ䞉㜿⥺ 㻝㻜 䜙䜣䜙䜣䝞䝇༡ᖿ⥺䛜㐠⾜
㛗⏣⥺ 㻝㻠 㻝㻜
௬ᒇ䠉ῐ⥺ 㻤 㻝㻣 䛒䜟⚄䛒䜟ጲ䝞䝇䛜㐠⾜
ῐ㊰⏫䝅䝱䝖䝹 㻞㻜
ᒣ⏣䝟䝹䝅䜵⥺ 㻝㻢 䇷
㩗ཎ⥺ 㻝㻞 㻝㻞
㛗ἑ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇 㻢 䇷
䛒䛳䛯䛛ឡ䝞䝇 㻞 䇷
䛫䛔ኴ䛟䜣䝞䝇 㻝㻟
䜙䜣䞉䜙䜣䝞䝇㻌䠝䝹䞊䝖 㻝㻞
䜙䜣䞉䜙䜣䝞䝇㻌䠞䝹䞊䝖 㻝㻞
䜙䜣䞉䜙䜣䝞䝇䛩䛔䛫䜣
ྕ㻌ℿ䞉ᅜ⾦⥺

㻝㻠

䜙䜣䞉䜙䜣䝞䝇䛩䛔䛫䜣
ྕ㻌㜿䞉⚟Ⰻ⥺

㻟

㻟㻝㻟 㻞㻠㻝

㊰⥺

ィ

䝁
䝭

吼
䝙
䝔

叺
䝞
䝇

㻝㻜㻞

୰ኸ⦪㈏⥺䠄䜙䜣䛱䜓䜣ྕ䠅䚸༡ᖿ
⥺䚸ᮾᚠ⎔⥺䚷ඵᮌ䞉ᕷ䝹䞊䝖䚸ᮾᚠ
⎔⥺䚷ᮌ䞉⚄௦䝹䞊䝖䚸すᚠ⎔⥺䛫䛔
ኴ䛟䜣ྕ䚸༡ᚠ⎔⥺䛖䛪䛧䛚ྕ䠄⚟Ⰻ
䝹䞊䝖䠅䚸༡ᚠ⎔⥺䛖䛪䛧䛚ྕ䠄㈡㞟
䝹䞊䝖䠅䚸ᚠ⎔⥺䜖䜑䜛䜣ྕ䛻⦅

㊰
⥺
䝞
䝇
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⋈ঽൂோभਤன 

 ඊಅ৳થਯكڭ

 ඊಅ৳થਯमফؚൊदँॊऋؚৈೡ৲भਤষपेॉ 70 ୃਰभඊಅ৳થਯम

ਛ 17(2005)ফऊैਛ 23(2011)ফभप৺ 1.2 धऩढथःॊ؛ 

 ॡঝঐ৺ऋੜਸघॊਏधखथؚ70 ୃਰযઠभੜਸऋઅइैोथःॊ্दؚ

ਁુઐৢ१شঅ५ऋેীஔऔोथःऩः୭ৣदमؚ০ੜਸघॊৈೡඊಅ৳થमঽੇ

৷पൂோचकॊ॑੭ऩः૾யधऩॊऒधऋ୳औोॊ؛ 

 

 ٷكཤଡ଼ਣୠقඊಅ৳થਯभٷ

 
ল๕؟ௗಛৱમ2011ق ফك 

 ٷكཤଡ଼ਣୠقभસ়भپॡঝঐ৺ٷ

 
ඊಅਂ৳ؚঽਂ৳ؚ70؟پ ୃਰ 

ল๕؟ௗಛঃش९থॺজॵউ৹ਪ2010ق ফசਾகك 
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 ऽधीكڲق

⋇ଡ଼भૐ৺ध 

 ਯधଡ଼भఁপधःअਹ৷ॽش६धमಗप ؚଞਏऋखथःॊऒधऊै ৈؚசং५ؚ

ཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५ಉमଡ଼भૐ৺৲धऋਤ॒दउॉؚऔैपং५ोपणऩऋॊध

औोॊ؛ 

 

 ٷং५भਹ৷୭॑ेॉଐःुभधघॊञीभੌٷ

 
ৈசং५ਹ৷॔থॣشॺقH29 ফ 2 াৰك 

 

 

 

  

10.1%

48.0%

29.8%

7.8%

8.6%

4.9%

3.6%

8.8%

22.5%

10.3%

4.0%

5.7%

15.3%

17.1%

9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

㌴䝞䝇䜢㝈ᐃ䛧ᡤせ㛫䛾▷⦰䜢ᅗ䜛

䝞䝇䛾㐠⾜ᮏᩘ䜢ቑ䜔䛩

ጞⓎ౽䛾้䜢᪩䛟䚸᭱⤊౽䛾้䜢㐜䛟䛩䜛

䝞䝇䛻ᒇ᰿䜔䝧䞁䝏➼䜢タ⨨䛩䜛

䝞䝇䛷฿╔ண้➼䛾ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛

䝞䝇㌴ෆ䛷䜚⥅䛞ሗ➼䜢ᥦ౪䛩䜛

㧗㏿䝞䝇䛛䜙䜚⥅䛠䝞䝇䜢୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛻ᩚഛ䛩䜛

ᓥෆ㊰⥺䝞䝇➼䛾䝎䜲䝲䜢㧗㏿䝞䝇䛾Ⓨ╔䛻ྜ䜟䛫䜛

pitapaࠊICOCA➼䛷㌴䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛

䝞䝇࿘㎶䛻㥔㍯䞉㥔㌴ሙ䜢ᩚഛ䞉ᣑ䛩䜛

䝞䝇㌴ෆ䛷ᆅᇦ䛾ሗ䠄ほග➼䠅䜢Ⓨಙ䛩䜛

㧗㏿䝞䝇䛾䝍䞊䝭䝘䝹➼䛾㏆䛟䛻䝺䞁䝍䜹䞊➼䛾Ⴀᴗᡤ䛜䛒䜛

㧗㏿䝞䝇䛾䝍䞊䝭䝘䝹➼䛾㏆䛟䛻ෆᡤ䜔䝁䞁䝡䝙䚸㣧㣗タ䛜䛒䜛

䛭䛾

↓ᅇ⟅

N=2830
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⋈ઃઐৢधभமਢ 

 ৈசং५॑ఋॉथऊै৷ःॊઐৢুमঽੇ৷ऋਯऎ॑ಚीथउॉؚଡ଼ং५ؚॱॡ३ش

ಉमजोझो 5%ங২पधनऽढथःॊ؛ 

 ٷৈசং५ਹ৷भઃઐৢਹ৷૾யٷ

 
ৈசং५ਹ৷॔থॣشॺقH29 ফ 2 াৰك 

 ৈசং५धཤଡ଼ਣୠଡ଼ং५ಉभமਢ૾ய॑ৄॊधؚફमৈசং५भงାपଭॉಲएཤଡ଼

ਣୠଡ଼ং५ಉऋँॊऋؚਈીऎभৎఝदमؚৈசং५भงାपলघॊଡ଼ং५ಉ

ऋऩः؛ 

 ٷଡ଼ং५ಉமਢ૾ய؞ॼঝಉभৈசং५شऩং५ॱٷ

 ৈசং५งାॲॖখ ଡ଼ং५ಉলॲॖখ 

ਸ਼ 1  ਈી  ਈી 

ূఓং५ॱشॼঝ 7:58 23:53 6:27 21:55 

࿚মং५७থॱ20:15 6:55 0:27 6:56 ش 

ૣଐ 8:08 23:53 6:45 18:00 

ৱમँ؟ॎगଌॼঅेॉ 

 

 ৈசং५ॱشॼঝؚং५पமघॊৃभତमਤ॒दउॉؚঃشॡ٭ং५ছॖॻपेॊ

ਹ৷मੜइथःॊधઅइैोॊ؛ 

 ॱॡ३شভम 3 द 5ع4 ऋखथःॊऋؚৈசং५ॱشॼঝؚং५पमಮभ

ਧཤ॑ऌؚॱॡ३شଭॉৃमତऔोथःऩः؛ 

 ঞথॱढ़شਚमཤଡ଼ਣୠप 8 ؚ9 ਚऋँॊऋؚःङोुৈசং५ॱشॼঝؚং

५ऊैोञৃਚपয়खथःॊ؛ 

 ঞথॱঝংॖॡमཤଡ଼ਣୠद 1 ऋखथःॊऋؚৈசং५ॱشॼঝؚং५ऊैो

ञৃਚपয়खथःॊ؛ 

33.9%

34.9%

9.8%

6.3%

0.0%

0.1%

1.8%

1.6%

0.0%

0.1%

45.9%

42.8%

0.2%

0.5%

0.2%

0.3%

4.4%

5.7%

3.8%

5.0%

5.1%

5.9%

3.2%

4.1%

3.4%

5.2%

0% 20% 40% 60%

ᖹ ᪥

ఇ ᪥

ᚐṌ

⮬ᕫᡤ᭷䛾⮬㌿㌴

䝺䞁䝍䝹䝃䜲䜽䝹

⮬ᕫᡤ᭷䛾䝞䜲䜽

䝺䞁䝍䝹䝞䜲䜽

⮬ᐙ⏝㌴

䝺䞁䝍䜹䞊

⮬ᐙ⏝䝞䝇䞉㈚ษ䝞䝇

ᐟἩタ➼䛾㏦㏄䝞䝇➼

㊰⥺䝞䝇

䝍䜽䝅䞊䞉䝝䜲䝲䞊

䛭䛾

↓ᅇ⟅
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 ঞথॱঝ१ॖॡঝमཤଡ଼ਣୠप 4 ᆽਚँॉؚ࿚মमং५७থॱشपয়खथःॊऋؚजभ

मृृोथয়खथःॊ؛ 

 

⋉ઐৢතਡषभ॔ॡ७३অজॸॕ 

 ஸং५ॱشॼঝमؚஸॱشॼঝঅঝ॑ણ৷खथତऔोञऋؚਛ 18(2006)ফप

৸ఫଡ଼ऋఀૃऔोञमؚਲಮभතਃચऋଷॎोؚরੱඌऊैोथःॊञीؚਹਙभ

ःং५ॱشॼঝधऩढथःॊ؛ 

 ٷॼঝभਠயشஸং५ॱٷ
ஸ BT 

  
 

 ཤଡ଼पउऐॊং५ਹ৷৹ਪपेॊधَؚ ৈசॖথॱشॳख़থ४ಉभং५ऋؚଡ଼ং५ध

ৈசং५भଭॉಲऍऋਹपऩॊॱشॼঝधखथତऔोञैং५भਹ৷मਹपऩॊधઓ

अُ؛ धभਖःपৌखथَؚ ਹपऩॊُ؛ ध௦इञযमؚब 60%दँॉؚਹਙभৈःং५ॱ

 ؛६ऋৈःधઅइैोॊشॼঝषभॽش

 

 
 

⋊ঽੇ৷पेॊ॔ॡ७५ 

 Web ॔থॣشॺपेॊधؚ300500عkm ॑தइॊग़জ॔भঽੇ৷૨म 6 સਰৣटऋؚजभ

भग़জ॔मঽੇ৷पेॊ॔ॡ७५ऋৈःસ়धऩढथःॊ؛ 

 

 

  

㻽㻠 䜒䛧䚸㧗㏿䜲䞁䝍䞊䝏䜵䞁䝆➼䛾䝞䝇䛜䚸㊰⥺䝞䝇䛸㧗㏿䝞䝇䛾⥅䛞䛜౽䛻䛺䜛䝍䞊䝭䝘䝹䛸䛧䛶ᩚഛ䛥䜜䛯䜙䚸

䝞䝇䛾⏝䛿౽䛻䛺䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛䠄୍䛴䛻䕿䠅

ᅇ⟅ෆᐜ
ᮾᾆ㻮㼀
㻔㼚㻩㻣㻢㻕

ὠྡ 㻮㼀
㻔㼚㻩㻟㻣㻕

ィ
㻔㼚㻩㻝㻝㻟㻕

㻝 ౽䛻䛺䜛 㻢㻢㻑 㻠㻥㻑 㻢㻜㻑

㻞 ≉䛻䛛䜟䜙䛺䛔 㻝㻤㻑 㻝㻢㻑 㻝㻤㻑

㻟 䜟䛛䜙䛺䛔 㻝㻢㻑 㻟㻡㻑 㻞㻞㻑

ྜィ 㻝㻜㻜㻑 㻝㻜㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
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77.9%
83.3% 81.9%
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⋋ੲਾਂଌ 

 ঁॖक़ख़ॖड़॔३५ਹ৷षभ॔থॣشॺदमཤଡ଼ਣୠਗधཤଡ଼ਣୠ॑वৈசং५॑

ੴैऩःधःअ௦ऋ 30%पभऻढथःॊ؛ 

 

 ٷཤଡ଼ਣୠਗधཤଡ଼ਣୠ॑वৈசং५भੳੴ২ٷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ଞਹ৷ৢقඐؚৢ৾كऋःऒधुँॉؚଭॉఌइੲਾؚ௴ੲਾऩनभੲਾमऩः؛

অ४ॱشपधढथमੲਾऋਂଌखथःॊधःइॊ؛ 

 

 ٷং५হ॔জথॢٷ
ඨ ৯  ઍ 

ଣଛल୯ਸ
ੲਾ 

 ੲਾभٳ
ଣଛभ୯ਸम૭ચटऋ؞ ଡ଼ؚং५भ৴൪ਯभपेॉఀૃख ଭؚਜ৩ऋྖৎ

੧खथःॊ 
 पାऎपमଣଛ॑खथःॊكقཤଡ଼ਣୠऊैઋૺ؞
OBC؞ অ४ঙথัقအૄઈ൛ંਃكपमৌૢखञः 
 ตؚૣଐपঢ়घॊਖः়ॎचमँॊऋؚजभपणःथमऩः؞
ং५प؞ wifi ॑હऐॊभऋટदँॊ 
 ६धহभੲਾपमৼୀऋँॊشଭॽ؞
 ཤଡ଼ਣୠदभॖঋথॺੲਾ॑ਦखथःॊ؞
 ਗবযৌૢٳ
 ஶୁमোोथःॊऋढ़বୁৌૢऋऽखः؞
 ଐং५दभଭ௩पਗবযऋऎؚୁৌૢऋਏदँॊૣ؞
੧؛ਗবযमऽोपँॉؚૣଐॲॖডটॖখঝؚবড়೬ၿ੨भຠदँॊ؞

ಉमঔঅজॸॕଃ੮भऔख্ૄदৌૢखथःॊ 
 ੧प॔ঝই॓ঋॵॺ੶मखथःॊऋؚஶୁ੶मऩः؞
 ਹ৷पਗবযमःऩः؞

  

▱䛳䛶䛔䜛

69.5%

▱䜙䛺䛔

30.0%

↓ᅇ⟅

0.5%

N=397
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  ਲઐৢभਠ૾ ڰٕڭ
 

 ௩भઈষ૾யكڭق

 గોऊैલपؚ༼୮ 74 ؚ௩ऋઈఫऔोथःॊ؛ 

 ඖਣऊैཤଡ଼ਣଅেपؚ༼୮ 20 ؚ௩ऋઈఫऔोथःॊ؛ 

 َ௩ણਙ৲ঔॹঝયُ॑ણ৷كखؚ࿚মصقপଚਿᅳك॑௩दव

ভৰୡऋৰऔोؚਛ 29(2017)ফڲা 25 ऊैڵাৣഽऽदभؚ༼୮ڴ

௩ऋઈఫऔोथःॊ؛ 

 

⋇ཤଡ଼४ख़ঀংছॖথ 

؟గોڀલষऌ 37  

؟લڀగોষऌ 37  

೬؟గોڀલষऌ 28  

೬؟લڀగોষऌ 28  

 

⋈ඖਣᄹ௩ 

؟ඖਣڀཤଡ଼ਣଅেষऌ 10  

؟ཤଡ଼ਣଅেڀඖਣষऌ 10  

 

⋉ཤଡ଼ঢ়૬ছॖথ 

؟ཤଡ଼ਣ࿚মڀঢ়ਧব૬ষऌ 5  

؟ঢ়ਧব૬ڀཤଡ଼ਣ࿚মষऌ 5  

 

⋊࿚মصقপଚਿᅳقكভৰୡك 

ਛ 29 ফڲা 25 ऊैڵাৣഽऽदઈষ 

࿚মڀষऌ 4  

ڀ࿚মষऌ 4  
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 ٷ௩ଭఋয৩ਯभٷ

 
ৱમ؟ௗಛଁੑফਾ 

 

 ٷඖਣఫଡ଼भਹ৷ਯभٷ

 
ৱમ؟বଅઐৢ ઋૺઈୟଵ৶َඖਣఫଡ଼भગౣपउऐॊইज़ট॔شॵউपঢ়घॊ৹ਪਜਾઔ

છقਛ 29 ফ 3 াُك  

  

ྜィ ⯪ 㝆⯪ ྜィ ⯪ 㝆⯪ ྜィ ⯪ 㝆⯪
㻴㻝㻣 㻝㻘㻥㻟㻢㻘㻥㻣㻥 㻥㻣㻡㻘㻟㻣㻢 㻥㻢㻝㻘㻢㻜㻟 㻠㻘㻝㻠㻡 㻝㻘㻤㻝㻠 㻞㻘㻟㻟㻝 㻝㻡㻠㻘㻥㻣㻥 㻤㻠㻘㻡㻜㻞 㻣㻜㻘㻠㻣㻣
㻴㻝㻤 㻝㻘㻤㻥㻤㻘㻢㻜㻢 㻥㻡㻣㻘㻠㻜㻣 㻥㻠㻝㻘㻝㻥㻥 㻝㻘㻢㻠㻣 㻣㻥㻟 㻤㻡㻠 㻝㻠㻞㻘㻠㻞㻤 㻣㻣㻘㻟㻟㻤 㻢㻡㻘㻜㻥㻜
㻴㻝㻥 㻝㻘㻥㻠㻡㻘㻝㻠㻤 㻥㻥㻜㻘㻤㻠㻤 㻥㻡㻠㻘㻟㻜㻜 㻟㻘㻡㻢㻟 㻝㻘㻡㻝㻡 㻞㻘㻜㻠㻤 㻙 㻙 㻙
㻴㻞㻜 㻝㻘㻤㻥㻝㻘㻤㻡㻝 㻥㻡㻠㻘㻜㻢㻜 㻥㻟㻣㻘㻣㻥㻝 㻝㻘㻠㻡㻟 㻢㻝㻟 㻤㻠㻜 㻙 㻙 㻙
㻴㻞㻝 㻝㻘㻡㻟㻠㻘㻠㻠㻜 㻣㻣㻞㻘㻡㻣㻞 㻣㻢㻝㻘㻤㻢㻤 㻞㻘㻜㻝㻥 㻢㻣㻥 㻝㻘㻟㻠㻜 㻙 㻙 㻙
㻴㻞㻞 㻝㻘㻠㻜㻟㻘㻞㻝㻠 㻣㻜㻞㻘㻟㻤㻡 㻣㻜㻜㻘㻤㻞㻥 㻞㻘㻤㻣㻣 㻝㻘㻝㻥㻢 㻝㻘㻢㻤㻝 㻙 㻙 㻙
㻴㻞㻟 㻤㻜㻡㻘㻝㻣㻡 㻠㻜㻞㻘㻥㻜㻞 㻠㻜㻞㻘㻞㻣㻟 㻡㻤㻤 㻡㻝㻡 㻣㻟 㻙 㻙 㻙
㻴㻞㻠 㻤㻜㻝㻘㻞㻞㻡 㻠㻜㻝㻘㻢㻣㻥 㻟㻥㻥㻘㻡㻠㻢 㻝㻘㻠㻥㻠 㻣㻠㻣 㻣㻠㻣 㻙 㻙 㻙
㻴㻞㻡 㻣㻣㻢㻘㻥㻞㻤 㻟㻤㻤㻘㻥㻞㻟 㻟㻤㻤㻘㻜㻜㻡 㻣㻘㻝㻠㻢 㻟㻘㻡㻣㻟 㻟㻘㻡㻣㻟 㻙 㻙 㻙
㻴㻞㻢 㻣㻝㻠㻘㻟㻢㻣 㻟㻠㻟㻘㻤㻠㻡 㻟㻣㻜㻘㻡㻞㻞 㻢㻘㻞㻡㻜 㻟㻘㻝㻞㻡 㻟㻘㻝㻞㻡 㻙 㻙 㻙

ྜィ ⯪ 㝆⯪ ྜィ ⯪ 㝆⯪
㻴㻝㻣 㻣㻝㻘㻤㻣㻥 㻟㻣㻘㻜㻜㻢 㻟㻠㻘㻤㻣㻟 㻞㻞㻤㻘㻡㻞㻞 㻝㻝㻠㻘㻞㻢㻝 㻝㻝㻠㻘㻞㻢㻝
㻴㻝㻤 㻣㻣㻘㻥㻠㻤 㻟㻥㻘㻡㻥㻢 㻟㻤㻘㻟㻡㻞 㻞㻡㻟㻘㻤㻝㻢 㻝㻞㻢㻘㻥㻜㻤 㻝㻞㻢㻘㻥㻜㻤
㻴㻝㻥 㻝㻥㻘㻞㻟㻡 㻥㻘㻤㻟㻤 㻥㻘㻟㻥㻣 㻞㻣㻥㻘㻝㻠㻞 㻝㻟㻥㻘㻡㻣㻝 㻝㻟㻥㻘㻡㻣㻝
㻴㻞㻜 㻝㻘㻟㻞㻢 㻢㻝㻠 㻣㻝㻞 㻞㻢㻟㻘㻤㻣㻤 㻝㻟㻝㻘㻥㻟㻥 㻝㻟㻝㻘㻥㻟㻥
㻴㻞㻝 㻝㻘㻜㻣㻥 㻡㻡㻢 㻡㻞㻟 㻞㻠㻣㻘㻡㻜㻠 㻝㻞㻟㻘㻣㻡㻞 㻝㻞㻟㻘㻣㻡㻞
㻴㻞㻞 㻥㻞㻢 㻡㻜㻟 㻠㻞㻟 㻞㻡㻟㻘㻡㻠㻞 㻝㻞㻢㻘㻣㻣㻝 㻝㻞㻢㻘㻣㻣㻝
㻴㻞㻟 㻥㻜㻝 㻠㻝㻞 㻠㻤㻥 㻞㻠㻝㻘㻥㻥㻤 㻝㻞㻜㻘㻥㻥㻥 㻝㻞㻜㻘㻥㻥㻥
㻴㻞㻠 㻣㻡㻠 㻠㻠㻠 㻟㻝㻜 㻞㻢㻠㻘㻝㻞㻜 㻝㻟㻞㻘㻜㻢㻜 㻝㻟㻞㻘㻜㻢㻜
㻴㻞㻡 㻡㻣㻡 㻟㻟㻣 㻞㻟㻤 㻞㻥㻥㻘㻞㻠㻠 㻝㻠㻥㻘㻢㻞㻞 㻝㻠㻥㻘㻢㻞㻞
㻴㻞㻢 㻠㻜㻥 㻞㻡㻤 㻝㻡㻝 㻟㻝㻜㻘㻜㻠㻢 㻝㻣㻜㻘㻜㻞㻟 㻝㻠㻜㻘㻜㻞㻟

ᒾᒇ  ῐ㊰ὶ䛾⩼  ὠྡ 

Ὢᮏ  ⚟Ⰻ 

115,710
113,513

111,349
115,520

122,141

128,260127,115127,540

119,304

125,283

133,949

126,402

131,555

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

䠄ே䠅

䠄ᖺᗘ䠅



29 

  ৃभਠ૾ ڱٕڭ
 كৃಉقং५ছॖॻ٭ॡشঃكڭق

 ཤଡ଼ਣୠभৈசং५भং५ਚಉपउःथؚঃشॡ॔থॻং५ছॖॻৃऋତऔ

ोथउॉؚ৸৬द 2,553 भઽઍਯदँॊ؛ 

 ਛ 18(2006)ফधૻसؚৃभତऋਤ॒दःॊ؛ 

ཤଡ଼ਣୠभٷ P&BR ৃٷ 

 
 

અ؟ਛ 18 ফभ P&BR ৃभତ૾ய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লன؟ཤଡ଼ୠেણઐৢৌੁभँॉ্पঢ়घॊ৹ਪقਛ 19 ফؚ(ଃ)ཤଡ଼ 21 ਼ੈভك 

⮬య ྡ⛠ ྎᩘ ഛ⪃
ῐ㊰ᕷ ὠྡ  㻞㻠㻡 ᭷ᩱ

ὠྡ୍ᐑ㻵㻯࿘㎶ 㻝㻜㻜
㐲⏣ 㻡㻤
Ụ 㻝㻥
⩌ᐙ 㻞㻢
ᑿᓮ 㻝㻟
ῐ㻵㻯࿘㎶ 㻞㻜㻜
ோ䝞䝇࿘㎶ 㻡㻜
ᮾᾆ䝞䝇䝍䞊䝭䝘䝹 㻠㻢㻜
ᮾᾆ㻵㻯࿘㎶ 㻝㻞㻣
ᶫᮏ 㻞㻣
す⏫ 㻝㻢
ῐ㊰㻵㻯㏆ 㻝㻜
ᒾᒇ䝫䞊䝖 㻝㻟㻜 ᭷ᩱ
䝝䜲䜴䜵䜲䜸䜰䝅䝇 㻝㻟㻜

ィ 㻝㻘㻢㻝㻝
Ὢᮏᕷ 䛩䛔䛫䜣ⱌ㥔㌴ሙ 㻝㻞㻜 ᭷ᩱ

Ὢᮏ䝞䝇䝉䞁䝍䞊๓㥔㌴ሙ 㻠㻡㻝 ᭷ᩱ
Ὢᮏ䜲䞁䝍䞊䝏䜵䞁䝆㥔㌴ሙ 㻞㻜㻥 ᭷ᩱ

ィ 㻣㻤㻜
༡䛒䜟䛨ᕷ ⥳㥔㌴ሙ 㻢㻣

ᴮิ㥔㌴ሙ 㻥㻡
ィ 㻝㻢㻞

ྜィ 㻞㻘㻡㻡㻟

䝞䝇ྡ ⏝ᩱ㔠 ᐜྎᩘ
Ὢᮏ䠥䠟 ↓ᩱ 㻟㻡
ᮏᅄ୰ᕝཎ ↓ᩱ 㻞㻜
ᮏᅄᏳஇ ↓ᩱ 㻞㻜
Ὢᮏ㧗㏿䠞䠟 㻝᪥㻝ᅇ㻟㻜㻜 㻟㻜㻜
㧗⏣ᒇර⾨බᅬ ↓ᩱ 㻡㻜
Ⰽ䠞䠟 ↓ᩱ 㻡㻜
⚟Ⰻ ↓ᩱ 㻝㻜㻢
㝣䛾 すῐ ↓ᩱ 㻞㻜㻞
ᴮิ ↓ᩱ 㻥㻡
⥳䠬䠝 ↓ᩱ 㻢㻣
ὠྡ  㻝᪥㻝ᅇ㻟㻜㻜 㻞㻜㻜
ᚿ⟃ ↓ᩱ 㻠㻜
ὠྡ୍ᐑ䠥䠟 ↓ᩱ 㻝㻜㻜
㐲⏣ ↓ᩱ 㻡㻜
ῐ䠥䠟 ↓ᩱ 㻞㻜㻜
ᮏᅄோ ↓ᩱ 㻡㻜
ᮾᾆ䠥䠟 ↓ᩱ 㻝㻞㻜
ᮾᾆ䠞䠰 ↓ᩱ 㻟㻤㻜
ᒾᒇ ↓ᩱ 㻝㻜
Ụ ↓ᩱ 㻝㻡
ᑿᓮୖ䛾 ↓ᩱ 㻝㻡
㒆ᐙ ↓ᩱ 㻞㻡
ྜィ 䠉 㻞㻘㻝㻡㻜
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 ٷৃಉभତ૾யٷ
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 ٷكཤଡ଼قৃਹ৷૾யಉٷ
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  भਠ૾௴ ڲٕڭ
 ਏभੜਸ௴كڭق

 ཤଡ଼ਣୠभ௴োਯम ؚਛ 25(2013)ফਰఋপऌऩಇल॑ંखथउॉ ؚਛ 27(2015)

ফ২दम 13.7 ௲ਐযधऩढथःॊ؛ 

 ਛ 27(2015)ফ২भಇलमَཤଡ଼୨ 2015 ୨ानॉইख़॔ भ৫ಈऋਏك5/31ع3/21قُ

धઅइैोॊऋؚట១ဍઋभঃডش५এॵॺधखथभି৯২भৈऽॉृؚཤଡ଼ਣ༁পઞ॑

କ৷खञාय़কথঌشথृཤଡ଼ਣୠ୫౫भওॹॕ॔ງஂऩनभ੪ঽ৬ಉभੁன

৫ुාपఞଖखथउॉؚਗবযभාಱभ॑અൟघॊधؚ০ु௴भା؞ੜਸऋ

ৄऽोॊ؛ 

 

 ٷোਯभ௴ٷ

 
ৱમ؟ௗಛ௴ଙ৹ਪਾઔછ 

 ٷਏ௴षभোਯٷ

 ௴ 
ਛ 27 ফ২ 

 ੜ ৌফૻ كযق

ཤଡ଼ ःकऩऍઋ 1,893 185 110.8% 

ཤଡ଼ ཤଡ଼ঁॖक़ख़ॖड़॔३५ 1,691 94.0 107ٻ% 

ཤଡ଼ ँॎग୨औगऌ 766 91 113.4% 

વँॎग ཤଡ଼ই॓شঃشॡॖথॢছথॻभഗ 542 59 112.1% 

࿚ম ࿚মആ 451 7 101.6% 

વँॎग भകअङखउ(ाऔऌ) 393   96.6 14ٻ% 

ཤଡ଼ ཤଡ଼ডشঝॻঃشॡ100.6 2 313 ۄۇۄۀۄۃۄ% 

વँॎग ཤଡ଼ਣฝৃ 244 17 107.5% 

ཤଡ଼ ਣಽ৳ோை 158 91.9 14ٻ% 

ৱમ؟ਛ 27 ফ২ௗಛ௴ଙ৹ਪਾઔછ 

10,694

11,971 11,545 11,252 11,295

9,779
9,141
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13,723
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 ཤଡ଼ਣୠभ௴ਓেਓق௴كۅڹڼमؚਛ 27(2015)ফ২दम 684 ؚ

ଡਛૻऋ 9.8٫दؚઋૺୠؚଚઋਨୠؚরᄌ༿ୠपणःदਸ਼ڰਜ਼धऩढथउॉؚ௴

ાষभ৽ੋણषभঢ়ॎॉऋপऌः؛ 

 ٷكۅڹڼ௴قਓেਓ௴ٷ

યী 

௴ਓেਓ 

 كۅڹڼ௴قك৯ق

 كق

ଡਛૻ

 ك٫ق

ੑ 6,964 100.0 

  ઋૺୠ 2,023 29.0 

ଚઋਨୠ 748 10.7 

রᄌ༿ୠ 738 10.6 

ཤଡ଼ୠ 684 9.8 

ৱમ؟ਛ 27 ফ২ௗಛ௴ଙ৹ਪਾઔછ 

 

 ਝಉ௴كڮق

 ௴धखथؚঽேؚਚ೮ؚആؚਁୱ؞५এشॶ॔؞क़ॺॻؚ॔ை؞ைؚຠؚ

ධ୫؞ؚॸشঐঃشॡಉपীథखथؚয়૾ய॑ତ৶खञ؛ 

 ঽேؚਚ೮ؚਁୱ؞५এشॶ॔؞क़ॺॻ॔ಉपउःथؚং५ऊै೫ऎपਜ਼઼खؚਁુઐ

ৢऋਂऩਝऋँॊ؛ 
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  ઐৢಉपঢ়घॊકড়ल௴भਔ৹ਪટુਁ ڳٕڭ
 

 كॺ৹ਪشৈசং५ਹ৷॔থॣقৈசং५ਹ৷ৰଙكڭق
 

⋇৹ਪभ৯ 

 प௴भৰଙ॑པघॊञीؚৈசং५ਹ৷प॔থॣشॺ৹ਪ॑ৰखञ؛ 

⋈৹ਪਏ 

ਛ؟৹ਪكڭ 29(2017)ফ 2 া 2 ()ؚ2 া 4 (ଅ)भ 2 ؚ8:0020:00ع भ 12 ৎ 

ਕ؟৹ਪৃਚكڮ BTؚਕঀ MINTؚৈசभ 3 ढ़ਚؚৣॉ্એ 

 ؛ఋৎपং५भઽॵॡ५पၽ؛ଭৎप৹ਪधൿ੶॑ଦഘ؟৹ਪ্১كگ

ଦഘਯ؟؞ ؟ଦഘਯधઽ૾யكڰ ك౯அऽङؚق1,442 ઽ૨ 92.0٫ 

ଦഘਯ؟೬؞  ك౯அऽङؚق1,651 ઽ૨ 91.9٫ 

⋉৹ਪટ 

 भਹ৷৯मష୧॑ऐयؚৢඐऋ৺ 22%दਈुऎؚਜऋ৺ 10%दਢऎ؛ 

 ೬भਹ৷৯मష୧॑ऐयؚషऋ৺ 15%दਈुऎؚৢඐؚධ୫؞ᆯ௫ऋ৺ 10%दਢ

ऎ؛ 

 ৈசং५॑ఋॉथऊैभઐৢਃঢ়मؚؚ೬धुঽੇ৷ऋ 40%दਈुऎؚെనभ

30%ऋਢऎ؛भঽഞਚથभঽૡऋ৺ 10%दृृৈःऋؚଛಶং५ؚଡ଼ং५ؚॱॡ

३شಉम  ؛ங২दಉभਹ৷૾யदँॊ%5ع4

 ং५भਹ৷୭भੌधखथमَؚ ং५भઈষমਯ॑ੜृघُऋ৺ 50%दਈुऎَؚ 

॑ଫऎؚਈી॑ऎघॊُऋ৺ 30%َؚ pitapaؚICOCA ಉदଭदऌॊेअपघॊُ

ऋ৺ 23%दਢऎ؛ 

 

ਖڲ ০मؚनभेअऩ৯दཤଡ଼ਣषষऌऽघऊق؛௦म 1 णك 
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ਖ 10 ৈசং५॑ఋॉथऊैभऩઐৢਃঢ়॑ओ੶োৣऔःق؛௦मःऎणदुك 

 

 
 

 

ਖ 12 ং५भਹ৷୭॑ेॉଐःुभधघॊञीؚनभेअऩੌाऋਏटधઓःऽघऊँ؛ऩञ

ऋ્पટधઓअੌापჾਊघॊुभ॑उ௦इৣऔःق؛௦मگणऽदك 
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⮬ᐙ⏝䝞䝇䞉㈚ษ䝞䝇

ᐟἩタ➼䛾㏦㏄䝞䝇➼

㊰⥺䝞䝇

䝍䜽䝅䞊䞉䝝䜲䝲䞊

䛭䛾

↓ᅇ⟅

10.1%

48.0%

29.8%

7.8%

8.6%

4.9%

3.6%
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22.5%

10.3%
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㌴䝞䝇䜢㝈ᐃ䛧ᡤせ㛫䛾▷⦰䜢ᅗ䜛

䝞䝇䛾㐠⾜ᮏᩘ䜢ቑ䜔䛩

ጞⓎ౽䛾้䜢᪩䛟䚸᭱⤊౽䛾้䜢㐜䛟䛩䜛

䝞䝇䛻ᒇ᰿䜔䝧䞁䝏➼䜢タ⨨䛩䜛

䝞䝇䛷฿╔ண้➼䛾ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛

䝞䝇㌴ෆ䛷䜚⥅䛞ሗ➼䜢ᥦ౪䛩䜛

㧗㏿䝞䝇䛛䜙䜚⥅䛠䝞䝇䜢୰ᚰᕷ⾤ᆅ䛻ᩚഛ䛩䜛

ᓥෆ㊰⥺䝞䝇➼䛾䝎䜲䝲䜢㧗㏿䝞䝇䛾Ⓨ╔䛻ྜ䜟䛫䜛

pitapaࠊICOCA➼䛷㌴䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛

䝞䝇࿘㎶䛻㥔㍯䞉㥔㌴ሙ䜢ᩚഛ䞉ᣑ䛩䜛

䝞䝇㌴ෆ䛷ᆅᇦ䛾ሗ䠄ほග➼䠅䜢Ⓨಙ䛩䜛

㧗㏿䝞䝇䛾䝍䞊䝭䝘䝹➼䛾㏆䛟䛻䝺䞁䝍䜹䞊➼䛾Ⴀᴗᡤ䛜䛒䜛

㧗㏿䝞䝇䛾䝍䞊䝭䝘䝹➼䛾㏆䛟䛻ෆᡤ䜔䝁䞁䝡䝙䚸㣧㣗タ䛜䛒䜛

䛭䛾

↓ᅇ⟅

N=2830
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webقཤଡ଼ਣୠਟਣৰଙكڮق ॔থॣشॺ৹ਪؚঁॖक़ख़ॖड़॔३५ਹ৷৹ਪك 
 

⋇Web ॔থॣشॺ 

 ৹ਪभ৯كڭ

 ཤଡ଼ਣୠपणःथभୠਗકড়भਟਣभ ਹؚ৷ઐৢਃঢ়ಉ॑པघॊञी wؚeb ॔থॣ

 ؛ॺद৸ব॑ৌधखथৰखञش

 ৹ਪਏكڮ

ਛ؟৹ਪৎك॔ 29(2017)ফ 2 া 10 2ع া 13  

भअठਈك৸বقఃஈखथःॊযشঔॽॱ؟৹ਪৌكॖ 5 ফਰपཤଡ଼ਣୠ॑௰ोञ৽ୡभ

ँॊ 20~69 ୃ੬যभঔॽॱ1,371 ش য 

क़كଦਦਯधઽ૾ய؟ ଦਦਯ 1,371 

 થ௦ਯ 1,032 

 થઽ૨ 75.3% 

 ৹ਪટكگ

 ௦भકमଚઋऋ৺ 54%दਈुऎؚ

ଘقਕكऋ৺ 11%ؚবؚূਲऋ৺ 10%ध

ਢऎ؛ 

 ৻ઐৢুमঽੇ৷ऋ৺ 70%दਈुऎؚઃ

ःदજং५भ৺ 9%ؚঞথॱढ़شभ৺ 7%ؚଡ଼

ং५قৈசং५كभ৺ 6%ऋਢऎ؛ 

 ཤଡ଼ਣୠऽदभઐৢুपଡ଼ং५قৈசং५ك

॑ਹ৷खऩऊढञ৶पणःथमَؚଭॉఌइभু

ृৎऋዢॎखःُऋ৺ 27%दਈुऎَؚ ঽ୧ऊ

ैৈசং५पଭॊऽदप୦২ुઐৢਃঢ়॑ଭॉಲऋ

ऩऐोयऩैऩःُऋ৺ 19%दਢऎ؛ 

 ཤଡ଼ਣୠभ௴ऽदभઐৢুमঽੇ৷ऋ৺ 67%दਈुऎؚજং५ऋ৺ 11%ؚ

ঞথॱढ़شऋ৺ 8%दਢऎ؛ 

 ुखਁુઐৢदཤଡ଼ਣୠपষऎৃ়ؚཤଡ଼ਣୠभଡ଼ং५मनभेअऩ੯ऋँोयਹ

৷घॊऊधःअਝਖपৌखथَؚ ଭॉఌइ૮खददऌॊُऋ৺ 37%َؚ ং५भઈষমਯऋ

ੜइॊَُ ৈசং५धभଭॉಲऍऋਹُऋ৺ 30%َؚ ং५भઈ൛ऋऎऩॊُऋ৺ 28%धਢ

ऎ؛ 

  

ᾏ㐨

1.2%

ᮾ

1.6%㛵ᮾ

2.1%

ி/୍㒔୕┴

11.1%

㝣

2.5%

ᮾᾏ

8.9%

ி㜰⚄

54.4%

୰ᅜ

5.8%
ᅄᅜ

9.1%

ᕞ

3.3%

N=1032

 ٷॺ௦भકشথॣ॔ٷ
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ਖ 9 ཤଡ଼ਣपमؚঽ୧ྼमຠقभ௴ྼमলಉكऊैनभઐৢু॑ਹ৷खऽखञऊء

 ك௦मःऎणदुق

 
 

ਖ 12 ཤଡ଼ਣऽदभઐৢুपؚଡ଼ং५قৈசং५॑كਹ৷खऩऊढञ্पቯःऽघ؛ਹ৷खऩऊ

ढञ৶मऩ॒दघऊقء௦मःऎणदुك 

 
 

ਖ 14 ਣभ௴ऽदभઐৢু॑उ௦इऎटऔःق؛௦मःऎणदुك 
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1.7%

1.1%

70.3%
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9.2%
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0.6%
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䝺䞁䝍䜹䞊䞉䜹䞊䝅䜵䜰䝸䞁䜾

⮬ᐙ⏝䝞䝇䞉㈚ษ䝞䝇

㊰⥺䝞䝇䠄㧗㏿䝞䝇䜢ྵ䜐䠅

᪂ᖿ⥺

㕲㐨䞉ᆅୗ㕲䞉᪂㏻䞉䝰䝜䝺䞊䝹

䝍䜽䝅䞊䞉䝝䜲䝲䞊

⯟✵ᶵ

䝣䜵䝸䞊䞉⯪⯧䠄⯪䛿ே䛾䜏䠅

䝣䜵䝸䞊䞉⯪⯧䠄⯪䛿㌴➼䛸ே䠅

䛭䛾
N=1032

11.5%

6.7%

19.3%

5.4%

2.9%

15.0%

4.6%

7.7%

16.4%

27.3%

3.3%

1.4%

18.9%

16.6%
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㧗㏿䝞䝇䛾䝞䝇䛸┠ⓗᆅ䜢⤖䜆㏻ᡭẁ䛜䛺䛔

㧗㏿䝞䝇䛾䝞䝇䛸┠ⓗᆅ䜢⤖䜆㏻ᡭẁ䛜ศ䛛䜙䛺䛔

⮬Ꮿ䛛䜙㧗㏿䝞䝇䛻䜛䜎䛷䛻ఱᗘ䜒㏻ᶵ㛵䜢䜚⥅䈈

㧗㏿䝞䝇䛾㐠⾜ᮏᩘ䛜ᑡ䛺䛔

㧗㏿䝞䝇䛸㐃⤡䛩䜛㊰⥺䝞䝇䛾㐠⾜ᮏᩘ䛜ᑡ䛺䛔

┠ⓗᆅ䜎䛷䛾㐨䛾䜚䛜㐲ᅇ䜚䛻䛺䜛

䝞䝇䛜㛫㏻䜚䛻᮶䛺䛔䚸㛫㏻䜚䛻┠ⓗᆅ䛻╔䛛䛺䛔

ษ➢䛾㉎ධ䜔ண⣙䛜↹䜟䛧䛔

ከேᩘ䛰䛸1ேᙜ䛯䜚䛾㈝⏝䛜㧗䛟䛺䜛

䜚䛘䛾ᡭ㛫䜔㛫䛜↹䜟䛧䛔

㌴䛔䛩䚸䝧䝡䞊䜹䞊➼䛷䛾⛣ື䛜ᅔ㞴

⯪⯧䛾᪉䛜౽䞉㨩ຊⓗ䛰䛛䜙

䛭䛾

䜟䛛䜙䛺䛔
N=969

4.1%

3.7%

1.6%

2.1%

0.7%

67.2%

8.4%

10.9%

1.5%

3.9%

2.3%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ᚐṌ

⮬ᕫᡤ᭷䛾⮬㌿㌴䠄䜎䛯䛿㟁ື䜰䝅䝇䝖䛝⮬㌿㌴䠅

䝺䞁䝍䝹䝃䜲䜽䝹䠄䜎䛯䛿㟁ື䜰䝅䝇䝖䛝⮬㌿㌴䠅

⮬ᕫᡤ᭷䛾ཎືᶵ⮬㌿㌴䞉⮬ື㍯㌴

䝺䞁䝍䝹䝞䜲䜽ཎືᶵ⮬㌿㌴䞉⮬ື㍯㌴

⮬ᐙ⏝㌴䠄㍍⏝㌴䞉⏝㌴䚸ཪ䛿㍍㈌≀㌴䞉㈌≀⮬ື㌴䠅

䝺䞁䝍䜹䞊䞉䜹䞊䝅䜵䜰䝸䞁䜾

⮬ᐙ⏝䝞䝇䞉㈚ษ䝞䝇

ᐟἩタ➼䛾㏦㏄䝞䝇➼

㊰⥺䝞䝇䠄㧗㏿䝞䝇䜢ྵ䜐䠅

䝍䜽䝅䞊䞉䝝䜲䝲䞊

䛭䛾
N=896
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ਖ 15 ुखؚਁુઐৢदཤଡ଼ਣपষऎৃ়ؚਣभଡ଼ং५मؚनभेअऩ੯ऋँोयਹ৷घॊध

ઓःऽघऊقء௦मःऎणदुك 

 
  

37.2%

30.7%

28.4%

14.9%

5.3%

29.7%

14.5%

16.5%

2.3%

31.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ᓥෆ䛾┠ⓗᆅ䜎䛷䜚䛘↓䛧䛷⛣ື䛷䛝䜛

䝞䝇䛾㐠⾜ᮏᩘ䛜ቑ䛘䜛

䝞䝇䛾㐠㈤䛜Ᏻ䛟䛺䜛

㐠㈤ᨭᡶ䛔䛻㏻⣔IC䜹䞊䝗䚸䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗䛜䛘䜛

䝞䝇䛻ᒇ᰿䜔䝧䞁䝏➼䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛

㧗㏿䝞䝇䛸䛾䜚⥅䛞䛜౽䛷䛒䜛

䝞䝇㌴ෆ䛷䜚⥅䛞ሗ➼䛜ᥦ౪䛥䜜䛶䛔䜛

ほගタ➼䛸㐃ᦠ䛧䝞䝇⏝⪅䛻ᘬๆ䜢㓄ᕸ䛧䛶䛔䜛

䛭䛾 ලయⓗ䛻䠖

䜟䛛䜙䛺䛔

N=1032
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⋈ঁॖक़ख़ॖड़॔३५ਟ௰॔থॣشॺ 

 ৹ਪभ৯كڭ

 ཤଡ଼ঁॖक़ख़ॖड़॔३५भਹ৷भઐৢষृؚਁુઐৢभਹ৷पঢ়घॊਔऩन॑པघॊ

ञीपৰखञ؛ 

 ৹ਪਏكڮ

ਛ؟৹ਪك॔ 29(2017)ফ 2 া 4 قଅؚك 20:00ع9:00 भ 11 ৎ 

 ཤଡ଼ঁॖक़ख़ॖड़॔३५؟৹ਪৃਚكॖ

क़ك৹ਪ্১؟ཤଡ଼ঁॖक़ख़ॖड़॔३५ਹ৷प॔থॣشॺ৹ਪ॑ൂ؛௦पَཤଡ଼ਓॱঐ

ॿॠ५شউُ॑؛ 

ग़ك௦ਯ397؟ য 

 ৹ਪટكگ

 ཤଡ଼ਣୠਗधཤଡ଼ਣୠ॑वৈசং५॑ੴढथःॊযम৺ 70%दँढञ؛ 

 ৈசং५॑ੴढथःॊध௦इञযभअठ ৈؚசং५َ॑ ਹ৷खञऒधऋँॉ ০ؚुਹ৷घॊُ

ऋ৺ 30%َؚ ਹ৷खञऒधमँॊऋؚ০मਹ৷खेअधઓॎऩःُऋ৺ 4%दँढञ؛ 

 ৈசং५॑ਹ৷खञऒधऋऩःؚ০ਹ৷खेअधઓॎऩःؚध௦इञযपਹ৷खऩः৶॑

ୂःञधऒौَؚ ঽ୧ऊैৈசং५पଭॊऽदप୦২ुઐৢਃঢ়॑ଭॉಲऋऩऐोयऩैऩःُ

َ৯ऽदभभॉऋ೫ॉपऩॊُऋधुप 13%दਈुऊढञ؛ 

 ਁુઐৢदཤଡ଼ਣୠपষऎৃ়ؚཤଡ଼ਣୠभଡ଼ং५ऋनभेअऩ੯दँोयਹ৷घ

ॊऊ धؚःअਖपৌखَؚ ਣभ৯ऽदଭॉఌइ૮खददऌॊ ऋُ৺ 41%दਈुऎؚ

َং५भઈষমਯऋੜइॊُऋ 29%َؚ ং५भઈ൛ऋऎऩॊُऋ৺ 25%َؚ ৈசং५धभଭ

ॉಲऍऋਹُऋ৺ 22%धਢऎ؛ 

 

 

 

 

 

 

  

▱䛳䛶䛔䜛

69.5%

▱䜙䛺䛔

30.0%

↓ᅇ⟅

0.5%

N=397

⏝䛧䛯䛣䛸䛜

䛒䜛䛧䚸ᚋ䜒

⏝䛩䜛
30.1%

⏝䛧䛯䛣䛸䛿

䛒䜛䛜䚸ᚋ

⏝䛧䜘䛖䛸ᛮ䜟

䛺䛔

3.6%

⏝䛧䛯䛣䛸䛿

䛺䛔

66.3%

N=276

ਖ 14 ਣਗधਣ॑वৈசং५ऋढथः

ॊऒध॑ओோगदघऊقء௦म 1 णك 

ਖ 15 ਖ 14 दَੴढथःॊُधउ௦इपऩ

ढञ্पउୂऌखऽघ؛ਣਗधਣ॑व

ৈசং५॑ओਹ৷पऩढञऒधऋँॉऽ

घऊقء௦म 1 णك 
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ਖ 16 َਹ৷खञऒधमँॊऋؚ০ਹ৷खेअधઓॎऩःَُ ਹ৷खञऒधमऩःُधउ௦इपऩढ

ञ্पउୂऌखऽघ؛ਹ৷खऩः৶मऩ॒दघऊقء௦मःऎणदु؛ك 

 

 
 

ਖ 18 ुखؚਁુઐৢदཤଡ଼ਣपষऎৃ়ؚਣभଡ଼ং५मؚनभेअऩ੯ऋँोयਹ৷घॊध

ઓःऽघऊق௦मःऎणदु؛ك 
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